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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

営業収入 (百万円) 376,666 394,102 351,623 318,356 295,374

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 32,823 27,700 △51,845 6,359 10,779

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 24,683 16,255 △56,414 6,307 9,752

包括利益 (百万円) ― ― ― ― 9,723

純資産額 (百万円) 98,853 113,201 62,820 87,367 96,723

総資産額 (百万円) 429,362 464,733 367,521 330,456 319,085

１株当たり純資産額 (円) 204.43 268.87 79.81 116.67 136.78

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり当期純
損失金額(△)

(円) 74.33 46.84 △164.87 16.52 20.18

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

(円) 45.89 29.76 ― 8.21 11.45

自己資本比率 (％) 20.3 24.2 17.1 26.4 30.3

自己資本利益率 (％) 27.7 16.3 △64.4 8.4 10.6

株価収益率 (倍) 8.7 4.5 ― 11.0 6.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △25,207 △42,111 48,899 1,913 48,416

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 15,125 802 14,055 △540 △152

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △10,036 37,292 △48,502 △3,708 △20,971

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 57,175 53,162 67,577 65,245 92,534

従業員数
(人)

6,524 6,809 6,894 7,257 7,226

[外、平均臨時雇用者数] [1,325] [1,463] [2,313] [2,744] [2,986]

（注）１　「営業収入」には、消費税等を含んでおりません。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」については、第85期は１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

営業収入 (百万円) 226,367 244,022 222,457 194,832 168,360

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 21,258 23,215 △38,193 1,840 7,406

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 31,503 17,392 △49,604 6,466 10,778

資本金 (百万円) 26,999 27,063 32,063 41,171 41,171

発行済株式総数 (株) 377,210,258395,387,738433,985,882533,935,882533,935,882

（内、普通株式数） 　 (327,210,258)(345,387,738)(345,387,738)(445,337,738)(445,337,738)

（内、優先株式数） 　 ( 50,000,000)( 50,000,000)( 88,598,144)( 88,598,144)( 88,598,144)

純資産額 (百万円) 72,501 98,888 55,277 79,606 90,000

総資産額 (百万円) 336,684 395,665 341,910 306,985 297,269

１株当たり純資産額 (円) 158.62 226.96 57.75 99.11 121.57

１株当たり配当額
（内、１株当たり
中間配当額）

(円)

 
普通株式

3.00
(　―)

第１種優先株式
8.00
(　―)

第２種優先株式
8.00
(　―)

第４種優先株式
8.00
(　―)

 
 
 
 
 
 
 

 
普通株式

5.00
(　―)

第１種優先株式
10.152
(　―)

第２種優先株式
10.152
(　―)

第４種優先株式
8.00
(　―)

 
 
 
 
 
 
 

―

 
普通株式

 ―
 
第１種優先株式

10.08
(　―)

第２種優先株式
10.08
(　―)

第４種優先株式
8.00
 (　―)

 
 
 
 
 
 
 

 
普通株式

 ―
 
第１種優先株式

9.328
(　―)

第２種優先株式
9.328
(　―)

第４種優先株式
8.00
(　―)

第７種優先株式
10.00
(　―)

第８種優先株式
10.00
(　―)

 

１株当たり当期純利益金
額又は１株当たり当期純
損失金額(△)

(円) 95.20 50.19 △144.92 16.96 22.50

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額

(円) 58.57 31.83 ― 8.42 12.66

自己資本比率 (％) 21.4 24.8 16.1 25.9 30.3

自己資本利益率 (％) 42.8 20.4 △64.7 9.6 12.7

株価収益率 (倍) 6.8 4.2 ― 10.7 5.7

配当性向 (％) 3.2 10.0 ― ― ―

従業員数 (人) 1,335 1,378 1,629 1,384 1,236

（注）１　「営業収入」には、消費税等を含んでおりません。

２　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」については、第85期は１株当たり当期純損失であるため記載し

ておりません。
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２ 【沿革】

当社は、大京観光株式会社（現　株式会社大京、実質上の存続会社）の株式額面金額を変更するため、昭和

44年11月30日を合併期日として、同社を吸収合併しました。合併前の当社は、休業状態であり、従いまして法

律上消滅した大京観光株式会社が実質上の存続会社であるため、以下特に記載のない限り、実質上の存続会

社に関して記載しております。
　

年月 沿革

昭和39年12月 東京都文京区に設立、レジャー用地分譲を開始。

昭和40年３月 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目19番地（住居表示実施後、東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目19番18号）に本

社を移転。

昭和41年４月 沖縄大京観光株式会社を設立。

昭和43年２月 マンションの分譲を開始し、同時に宅地造成および建売住宅の分譲を開始。

昭和44年４月 大京管理株式会社を設立、不動産管理事業を開始。

昭和45年２月 大阪支店を開設。

昭和45年５月 名古屋支店を開設。

昭和46年11月 仙台支店を開設。

昭和47年３月 横浜支店を開設。

昭和47年５月 大京オーストラリア株式会社を設立。

昭和47年８月 九州支店を開設。

昭和47年12月 北海道支店を開設。

昭和56年３月 東京支店を開設。

昭和57年９月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。

昭和58年３月 広島支店を開設。

昭和59年３月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。

昭和60年10月 新橋支店を開設。

昭和61年９月 大阪証券取引所市場第一部に株式を上場。

昭和61年11月 北関東支店を開設。

昭和62年10月 株式会社大京に会社名を変更。

　 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号に本社を移転。

　 仙台支店を東北支店に名称変更。

平成元年８月 株式会社大京住宅流通に住宅流通事業部門（住宅流通センター）の営業を譲渡。

平成元年11月 株式会社大京ログシステムを設立。

平成２年１月 千葉支店を開設。

平成３年６月 新橋支店を東東京支店に名称変更。

平成６年４月 株式会社大京ログシステムを株式会社大京ライフに会社名を変更。

平成８年７月 千葉支店を東関東支店に名称変更。

平成８年10月 神戸支店を開設。

平成15年６月 神戸支店を大阪支店に統合。

平成15年７月 株式会社西日本大京を発足、九州支店・広島支店を統合。

平成15年12月 株式会社北海道大京を発足、北海道支店を統合。

平成16年４月 株式会社東北大京を発足、東北支店を統合。

平成17年１月 オリックス株式会社と資本提携契約を締結。

平成17年６月 委員会等設置会社へ移行。（会社法施行後、委員会設置会社。以下同様。）

平成17年９月 東北支店、広島支店、九州支店を開設。

平成17年10月 北海道支店を開設。（株式会社北海道大京、株式会社東北大京、株式会社西日本大京は大京管理株式会

社に吸収合併。）

平成17年12月 大京管理株式会社、株式会社大京住宅流通を株式交換により完全子会社化。
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年月 沿革

平成18年６月 大京オーストラリア株式会社の全株式を譲渡。

平成18年８月 株式会社大京エル・デザインを設立。

平成19年３月 沖縄支店を開設。

平成19年４月 大京管理株式会社を株式会社大京アステージに、株式会社大京住宅流通を株式会社大京リアルドに会

社名を変更。

　 株式会社沖縄大京を株式会社大京アステージに吸収合併。

平成19年８月 扶桑レクセル株式会社を株式交換により完全子会社化。

平成20年３月 株式会社アセットウェーブの全株式を取得し、完全子会社化。

平成20年４月 東京支店および東東京支店の機能を本社に集約。

平成21年１月 株式会社扶桑エンジニアリングを設立。

平成21年３月 扶桑レクセル株式会社を吸収合併。

　 大阪証券取引所市場第一部への上場を廃止。

　 オリックス・ファシリティーズ株式会社を株式交換により完全子会社化。

平成21年４月 北関東支店、東関東支店および横浜支店の機能を本社に集約。

　 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳの全株式を取得し、完全子会社化。

平成21年６月 当社のエンジニアリング事業を吸収分割し、株式会社扶桑エンジニアリングに承継。

平成22年４月 株式会社Ｊ・ＣＯＭＳを株式会社ジャパン・リビング・コミュニティに会社名を変更。
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３ 【事業の内容】

当社グループは、商品・サービス別に事業活動を行う当社および子会社13社（うち、連結子会社11社）で

構成され、不動産開発事業、不動産管理事業、不動産流通事業およびその他の事業を行っております。

　当社および主な関係会社の当該事業における位置付けおよびセグメントとの関連は、次のとおりでありま

す。

　なお、これらの区分は「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)　連結財務諸表　注記事項」に掲げるセ

グメントの区分と同一であります。

　
《不動産開発事業》

当社は、マンションの開発・分譲およびそれに附帯する事業を行っております。

　
《不動産管理事業》

㈱大京アステージは、マンションの管理業務、大規模修繕工事およびマンションの入居者向けサービス

等を行っております。

　㈱大京エル・デザインは、リフォーム工事およびマンションの入居者向けサービス等を行っておりま

す。

　㈱大京ライフは、マンションの管理員請負業務等を行っております。

　㈱ジャパン・リビング・コミュニティは、マンションの管理業務等を行っております。

　オリックス・ファシリティーズ㈱は、オフィスビル、商業施設等を中心としたビル管理業務、ビル・マン

ション等の新築設備工事および解体工事等を行っております。

　
《不動産流通事業》

㈱大京リアルドは、マンション等不動産の売買仲介、買取販売および賃貸・賃貸管理を行っておりま

す。

　㈱アセットウェーブは事業用等不動産の売買仲介等を行っております。

　

《その他の事業》

㈱扶桑エンジニアリングは立体駐車装置事業等を行っております。
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事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
[被所有]
割合(％)

関係内容

(連結子会社) 　 　 　 　 　

㈱大京アステージ       (注５)東京都渋谷区 1,237不動産管理事業 100.0
当社マンションの管理
役員の兼任　１名

㈱大京リアルド 東京都渋谷区 1,413不動産流通事業 100.0　

㈱大京エル・デザイン 東京都渋谷区 200不動産管理事業 100.0　

㈱大京ライフ 東京都渋谷区 20不動産管理事業
100.0
(86.0)

当社マンション・ビルの清掃等

オリックス・ファシリティーズ㈱ 京都市下京区 857不動産管理事業 100.0　

オリックス・エンジニアリング㈱ 京都市下京区 20不動産管理事業
100.0
(100.0)

　

㈱関西メンテナンス滋賀 滋賀県大津市 10不動産管理事業
100.0
(100.0)

　

㈱ジャパン・リビング・コミュニ
ティ

東京都新宿区 100不動産管理事業 100.0役員の兼任　１名

㈱扶桑エンジニアリング 東京都江東区 80その他 100.0
立体駐車場工事の施工
役員の兼任　１名

㈱アセットウェーブ   東京都千代田区 30不動産流通事業 100.0　

台湾大京股?有限公司 台湾台北市
50

百万NT$
不動産開発事業 100.0

マンション事業の業務提携
役員の兼任　３名

(その他の関係会社) 　 　 　 　 　

オリックス㈱           (注４)東京都港区 143,995
法人金融サービ
ス事業

[31.7]
(0.0)

役員の兼任　１名

（注）１　主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２　議決権の所有[被所有]割合の(　)内は、間接所有割合および間接被所有割合で内数であります。
３　上記の子会社は、いずれも特定子会社に該当いたしません。
４　有価証券報告書を提出しております。
５　営業収入（連結会社相互間の内部営業収入を除く。）の連結営業収入に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等　①　営業収入　　      61,077百万円
　　　　　　　　　②　経常利益　 　      6,882百万円
　　　　　　　　　③　当期純利益　       3,997百万円
　　　　　　　　　④　純資産額　         7,560百万円
                  ⑤　総資産額　　      17,329百万円

６　上記関係内容のほか、グループ内の資金を一元管理するキャッシュマネジメントシステムを導入し、当社と子
会社（一部の子会社を除く。）との間で資金の貸付および借入を行っております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

（平成23年３月31日現在）

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産開発事業 984　  [94]

不動産管理事業 5,137 [2,744]

不動産流通事業 767　 [121]

その他 85　　[10]

全社 253　　[17]

合計 7,226 [2,986]

（注）１　「従業員数」は就業人員であり、連結会社以外への出向者35人を含んでおりません。また、臨時従業員は[　]内

に年間平均人員を外数で記載しております。

２　全社は特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している従業員であります。

　

(2) 提出会社の状況

（平成23年３月31日現在）

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

1,236 39歳５ヵ月 11年０ヵ月 6,677,025

　

セグメントの名称 従業員数（人）

不動産開発事業 983　

全社 253　

合計 1,236　

（注）１　「従業員数」は就業人員であり、出向者404人を含んでおりません。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３　全社は特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している従業員であります。

４　「従業員数」が前事業年度に比べ148人減少しておりますが、これは、主としてストック事業強化を目的とした

連結子会社への人員再配置を実施したことによるものであります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合はありません。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア等を中心とする海外経済の改善や経済対策の効果によ

り景気は回復しつつあり、企業収益の改善など持ち直しに向けた動きが見られました。しかしながら、原

材料価格や為替レートの動向および雇用情勢の悪化など景気の下振れ要因の存在に加え、東日本大震災

の影響も懸念されることから、先行きについては不透明感が強まっております。

マンション市場におきましては、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況にあるものの、低金利や住宅取

得優遇政策の効果により、契約率が改善するなど回復基調が継続したほか、新設住宅着工戸数も持ち直し

の状況が続きました。しかしながら、東日本大震災発生後においては供給面および需要面における今後の

リスクが懸念され、先行きは楽観できないものとなっております。

このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、不動産管理事業および不動産流通事業が増

収となりましたが、不動産開発事業の主力であるマンション販売において、契約は順調に推移したもの

の、物件の竣工および引渡しが前年同期に比べて少ない計画であったことなどから、不動産開発事業の営

業収入が1,683億60百万円（前年同期比13.6％減）と大幅に減収となったことにより、当連結会計年度の

営業収入は2,953億74百万円（前年同期比7.2％減）となりました。

利益面につきましては、マンション販売における利益率の改善および経費削減などにより、営業利益は

135億97百万円（前年同期比49.4％増）、経常利益は107億79百万円（前年同期比69.5％増）、当期純利益

は97億52百万円（前年同期比54.6％増）となりました。
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、各セグメントの金額はセグメント間取引を含んでおり、各セグメントの金額には消費税等を含ん

でおりません。

また、当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号　平成20年３月21日）を適用し、セグメント区分を変更しております。このため、前連結会計年

度の実績値を変更後のセグメントに組み替えた場合との比較を以下に記載しております。

　

　　（セグメント別業績）

区分

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
 　 至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日 
  　至　平成23年３月31日）

増減

営業収入
（百万円）

営業利益
（百万円）

営業収入
（百万円）

営業利益
（百万円）

営業収入
（百万円）

営業利益
（百万円）

不動産開発事業 194,832 285 168,3606,616△26,471 6,331

不動産管理事業 100,8469,397103,7467,868 2,900△1,529

不動産流通事業 19,851 601 20,218 208 367 △392

その他 5,319 506 5,408 480 88 △26

調整額（消去又は全社） △2,493△1,692△2,359△1,576 134 116

合計 318,3569,098295,37413,597△22,981 4,499
　

 

　

①　不動産開発事業

不動産開発事業につきましては、主力のマンション販売において、契約戸数は5,455戸（前年同期比414

戸増）、契約高は2,039億20百万円（前年同期比238億75百万円増）となりましたが、物件の竣工および引

渡しが前年同期に比べて少ない計画であったことから、売上戸数は4,462戸（前年同期比724戸減）、売上

高は1,621億62百万円（前年同期比257億93百万円減）となり、不動産開発事業の営業収入は1,683億60百

万円（前年同期比13.6％減）となりました。営業利益は、マンション販売の減収に加え、個別プロジェク

トの事業計画の見直しおよび個別エリアの先行きの需給バランスを睨んだ価格調整などによりたな卸資

産の評価損を営業原価に71億98百万円計上しましたが、マンション売上総利益率が前年同期に比べて大

きく改善したことおよび経費削減などが寄与し、66億16百万円と大幅な増益となりました。

　なお、当連結会計年度末におけるマンション既契約残高は2,803戸、1,115億44百万円（前年同期末比993

戸、417億57百万円増）となりました。

　

＜主な売上計上物件（マンション分譲）＞

ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園 東京都国分寺市

ライオンズ湘南藤沢グランフォート 神奈川県藤沢市

ザ・ライオンズ枚方御殿山 大阪府枚方市

ザ・ライオンズ神戸ハーバーランド 兵庫県神戸市

ザ・ライオンズ百道 福岡県福岡市
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　　　（営業収入内訳）

区分
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

増減

不動産販売    （百万円） 191,699 165,695 △26,004

その他　　　　（百万円） 3,132 2,665 △467

合計　　　　　（百万円） 194,832 168,360 △26,471

　

　　　（不動産販売の状況）

区分

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

増減

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

契約実績

マンション 5,041戸 180,0455,455戸 203,920 414戸 23,875

その他 18,947㎡ 3,17385,829㎡ 2,97366,882㎡ △199

合計
5,041戸
18,947㎡

183,218
5,455戸
85,829㎡

206,894
414戸

66,882㎡
23,675

販売実績

マンション 5,186戸 187,9564,462戸 162,162△724戸 △25,793

その他 28,473㎡ 3,74387,020㎡ 3,53258,547㎡ △210

合計
5,186戸
28,473㎡

191,699
4,462戸
87,020㎡

165,695
△724戸
58,547㎡

△26,004

契約残高

マンション 1,810戸 69,7862,803戸 111,544 993戸 41,757

その他 1,190㎡ 559 －㎡ － △1,190㎡ △559

合計
1,810戸
1,190㎡

70,345
2,803戸
－㎡

111,544
993戸

△1,190㎡
41,198

（注）１　「戸数または面積」のうち㎡表示は土地の面積であります。
２　契約残高は連結会計年度末の残高であります。
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②　不動産管理事業

不動産管理事業につきましては、マンション管理受託戸数が前年同期に比べて増加した結果、マンショ

ン管理業界で初めてとなる40万戸を突破し、400,845戸（前年同期末比7,396戸増）となりました。これに

より、管理受託収入は623億88百万円（前年同期比22億84百万円増）となりました。また、マンションの大

規模修繕工事が堅調に推移したことおよびリフォーム工事が増加したことなどにより、請負工事収入は

369億20百万円（前年同期比8億82百万円増）となりました。これらの結果、不動産管理事業の営業収入は

1,037億46百万円（前年同期比2.9％増）、営業利益は、将来の事業拡大に向けた人員などの体制強化への

投資を進めたため、78億68百万円（前年同期比16.3％減）となりました。

　なお、当連結会計年度末における請負工事受注残高は124億78百万円（前年同期末比24億14百万円増）

となりました。

　

　　　（営業収入内訳）

区分
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

増減

管理受託　　　（百万円） 60,104 62,388 2,284

請負工事　　　（百万円） 36,037 36,920 882

その他　　　　（百万円） 4,704 4,437 △267

合計　　　　　（百万円） 100,846 103,746 2,900

　

　　　（マンション管理受託戸数）

区分
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）
増減

マンション管理受託戸数 393,449戸 400,845戸 7,396戸

　

　　　（請負工事の状況）

区分
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）
増減

受注残高　　　（百万円） 10,063 12,478 2,414
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③　不動産流通事業

不動産流通事業につきましては、売買仲介収入が74億94百万円（前年同期比1億13百万円増）および買

取販売収入が75億11百万円（前年同期比6億71百万円増）とそれぞれ増収となり、賃貸管理等収入が47億

31百万円（前年同期比3億97百万円減）となったことから、不動産流通事業の営業収入は202億18百万円

（前年同期比1.9％増）となりました。営業利益は、個別物件の収益性の見直しにより、たな卸資産の評価

損を営業原価に9億86百万円計上したことなどにより、2億8百万円（前年同期比65.3％減）となりまし

た。

　

　　　（営業収入内訳）

区分
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

増減

売買仲介　　　（百万円） 7,381 7,494 113

買取販売　　　（百万円） 6,839 7,511 671

賃貸管理等　　（百万円） 5,129 4,731 △397

その他　　　　（百万円） 500 480 △20

合計　　　　　（百万円） 19,851 20,218 367

　　　

　　　（売買仲介取扱実績）

区分
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

増減

取扱件数 6,223件 5,973件 △250件

取扱高　　　　（百万円） 157,686 203,255 45,569

　　　

　　　（買取販売の状況）

区分

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

増減

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

戸数または
面積

金額
（百万円）

販売実績

マンション 373戸 6,346 384戸 7,123 11戸 777

その他
6戸
687㎡

493
1戸
164㎡

387
△5戸
△523㎡

△105

合計
379戸
687㎡

6,839
385戸
164㎡

7,511
6戸

△523㎡
671

　（注）「戸数または面積」のうち、その他の戸表示は戸建、㎡表示は土地の面積（戸建を除く。）であります。
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(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における「現金及び現金同等物」（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ272億89百万円増加し、925億34百万円となりました。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は484億16百万円（前年同期は19億13百万円の増

加）となりました。これは、仕入債務の減少などにより資金が減少した一方、税金等調整前当期純利益の

計上およびたな卸不動産の減少などにより資金が増加したことによるものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は1億52百万円（前年同期は5億40百万円の減

少）となりました。これは、固定資産および投資有価証券の取得などにより資金が減少したことによるも

のであります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において、財務活動による資金の減少は209億71百万円（前年同期は37億8百万円の減

少）となりました。これは、コマーシャル・ペーパーおよび社債の発行などによる資金調達を行った一

方、借入金の返済および社債の償還などにより資金が減少したことによるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

生産、受注及び販売の状況については、「１　業績等の概要」におけるセグメントの業績に関連付けて示

しております。

　　　

　

３ 【対処すべき課題】

当社グループを取り巻く環境は、社会構造や経済環境といった外部環境が大きく変化しているのみなら

ず、各事業における同業他社との競争が激化するなど、楽観できない状況となっております。

　このような事業環境のもと、当社グループでは、フローとストックの両輪経営の早期実現を目指しつつ、そ

の上で安定的成長の柱と位置づけたストック事業に重点を置いた収益構造を早期に確立してまいります。

さらに、従来フロー事業を起点として推進してきた内部成長による事業規模の拡大から、当社グループ全体

で培ってきた様々なノウハウを活用した外部成長による事業規模の拡大へと転換を図ることで、中長期的

に持続的な成長を目指してまいります。

　

①　フロー事業における適正な事業規模の確立と事業展開

　

・不動産開発事業

分譲マンション市場の縮小への対応ならびに継続的な収益確保のため、適正な事業規模の確立を目指

してまいります。併せて、競争力の向上によりコアとなるファミリー向けマンションにおける収益拡大を

図りつつ、多様化する住宅ニーズに合致した商品の拡充も進めてまいります。

　また、マンション分譲で培ったノウハウを活かした一戸建て販売の展開や、企画提案型販売受託の展開

等、新たなマーケットでの事業展開も図ってまいります。

　

②　ストック事業の拡大と収益強化

　

・不動産管理事業

マンション管理におきましては、当社分譲物件の受託に加え、㈱大京アステージと㈱ジャパン・リビン

グ・コミュニティとの協働による他社分譲物件の受託営業の強化ならびにＭ＆Ａや海外進出の推進によ

り、国内外ストックの積極拡大を図ってまいります。

　請負工事におきましては、適正人員の確保ならびにスキル育成を強化し、工事マーケットからの確実な

受注獲得を図るほか、発注・施工管理機能の本社集約化による事業効率の向上および品質向上や安全管

理の徹底により、収益力の強化に努めてまいります。

　さらに、グループのリソースを活用した物販やリフォームに加え、各種セキュリティサービスやマン

ション内コンシェルジュ等を積極展開し、管理物件における居住者向けサービスを拡充することで、潜在

的な顧客ニーズを喚起し、収益機会の拡大を目指してまいります。

　ビル管理におきましては、カスタマーフォローならびに提案力の強化により顧客との継続的取引関係の

強化を図るとともに、情報源の多様化を推進することで受注の拡大を目指してまいります。
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・不動産流通事業

不動産売買仲介におきましては、経営資源の適切な配分や戦略的な事業展開により、土地・一戸建て等

マンション以外への仲介領域の拡大を効率的に図ってまいります。それに加え、不動産買取販売における

リノベーション、リフォームの徹底による商品の高付加価値化ならびに取扱件数の増加により収益の拡

大を図ってまいります。

　また、不動産賃貸・賃貸管理におきましては、当社グループのリソースを活用した管理物件の受託拡大

に加え、他社管理物件からの獲得強化およびプロパティマネジメント物件の受託拡大を図ってまいりま

す。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のある事項のうち、当連結会計年度末現

在で重要と思われる事項を記載しております。このため、今後の経済状況および経営状況によっては、現在

重要なリスク要因ではないと判断される事項が相対的に重要度を増すことや想定していない新たなリスク

要因が発生する可能性があります。

また、将来に関する記載は、当連結会計年度末現在において判断したものであり、今後の経済状況および

経営状況によっては、異なる状況になる可能性があります。

当社グループは、これらの発生する恐れのあるリスクを識別・評価し、管理することにより、最適なリス

ク管理体制の構築に取り組んでまいります。

　

(1) 不動産市場リスク

不動産開発事業の主力であるマンション分譲の業績は、市場環境の影響を受けて大きく変動する可能

性があります。具体的には、地価動向、建築コスト動向および競合他社の供給動向・価格動向の影響を受

けやすく、また金利上昇、景気の停滞やそれに伴う企業収益および個人消費の悪化、不動産関連税制の変

更など経済情勢の変化があった場合には、住宅購入顧客の購買意欲の著しい減退等の影響により商品・

保有資産等の価値が減少する可能性があり、これらは当社グループの業績に影響を与える可能性があり

ます。

　なお、当社グループが保有するたな卸資産について、市況の悪化等によりその価値が大きく減少した場

合、たな卸資産の評価損計上に伴う損失が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。

　

(2) 不動産管理市場リスク

不動産管理事業における管理受託料は、今後業界における価格水準低下が進行する可能性があり、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。

　

(3) その他の市場リスク（金融・株価・為替動向）

不動産開発事業の事業資金は、主に金融機関からの借入れにより調達しており、業績悪化による当社グ

ループの信用力の低下、金融情勢の悪化により調達が困難になった場合や現行の金利水準が想定を上

回って大幅に変動した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社グループは上場および非上場の株式を保有しております。全般的かつ大幅な株価下落が生じ

た場合には保有有価証券に評価損が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　さらに、当社グループは台湾に現地法人を保有しており、為替レートにより円換算後の価値が影響を受

ける可能性があります。

　

(4) 取引先の信用リスク

不動産開発事業、不動産管理事業およびその他の事業においては、施工会社との間で工事請負契約を締

結して建物の建築工事等を行っており、施工会社が信用不安に陥った場合には工期遅延等の問題が発生

し、また、万一取引先の信用低下により経済的損失が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える

可能性があります。
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(5) マンション分譲リスク

マンション分譲は、開発用地の調査・取得から商品設計、建築、販売活動を経て売上代金の回収に至る

まで長期間にわたるプロジェクトであり、かつ建築確認等の開発に必要な許認可の取得や近隣にお住ま

いの方々へのご説明をはじめ様々な手続きを必要とするため、以下に記載するリスク要因が想定され、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　

①　近隣住民との紛争

マンションの開発に際しては、建築基準法、都市計画法その他関係する法令および行政の指導要綱等開

発に必要な許認可を取得することに加えて、周辺地域の暮らしや景観との調和、自然環境の保護などに十

分配慮し、近隣にお住まいの方々のご意見、ご要望を反映することに努めております。

　しかしながら、近隣にお住まいの方々との協議の結果によっては、開発に必要な許認可を取得している

場合においても、当初の開発計画の工程遅延、販売計画の変更が生じることも想定され、その場合、事業展

開に影響を及ぼす可能性があります。

　
②　地中障害、土壌汚染等

マンション開発用地の取得にあたっては、あらかじめ対象用地の地中埋設物や、生活環境にふさわしく

ない化学物質等の汚染の有無について可能な範囲で調査を実施しております。

　また、開発用地の売買契約締結においては、当該リスクを排除するために売主へ瑕疵担保責任を負担さ

せるなど、事業上のリスク回避に努めております。

　しかしながら、予想外の損害が発生する場合や、発生した場合に売主の損害賠償責任の負担能力が欠落

することなどにより、当初の開発計画の工程遅延、コストの増加等、事業展開に影響を及ぼす可能性があ

ります。

　
③　瑕疵等の発生

マンションの建築工事については当社の基準により十分な建築技術を有する施工会社に発注を行うと

ともに、各マンション着工時の施工技術の検討会をはじめ、独自の設計基準・品質管理基準による厳格な

品質管理体制および設計・施工の各段階において複数回のチェックを行うことなどにより、耐震性を含

めた建築基準法を遵守する体制を整備しております。

　しかしながら、設計・施工不良等の瑕疵を起因とした不測の事態が発生し、当社グループの責任が問わ

れた場合、補修工事や補償費等の負担が発生し、その内容や負担規模によっては、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

　

(6) オペレーショナルリスク

当社グループが業務を遂行していくにあたっては各種のオペレーショナルリスクが存在し、例えば不

適切な販売行為、従業員による不正行為、事務処理のミス、労務管理での問題発生等のリスクが考えられ

ます。当社グループは、オペレーショナルリスクをコントロールし、適正な管理水準を維持するよう努め

ておりますが、当該リスクの顕在化により当社グループの信用失墜による売上の減少、損害賠償の発生な

ど、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
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(7) 法的規制リスク

当社グループの各事業には、不動産関連法制が適用されるため、将来において、宅地建物取引業法、建築

基準法、都市計画法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、建設業法等の不動産関連法制が変

更された場合、または、不動産関連法制が新設された場合には、新たな義務の発生、費用負担増加等によ

り、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　
　

(8) 個人情報リスク

当社グループは、不動産購入顧客ならびに購入検討顧客や不動産管理業務における区分所有者等の多

くの個人情報を保有しております。個人情報保護法にしたがって、個人情報の取扱いに関するルールを設

けるなど体制の整備に取り組んでおりますが、不測の事態により、万が一、個人情報が外部へ流出、漏洩す

るような事態が発生した場合、当社グループの信用失墜による売上の減少、損害賠償の発生など、当社グ

ループの業績に影響を与える可能性があります。

　

(9) システムリスク

コンピュータシステムについては、データのバックアップ確保等の安全対策を講じ万全を期しており

ますが、不測のトラブルにより、システムが停止するといった障害が発生した場合には、当社グループの

業務処理、営業活動に大きな影響を及ぼし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　

(10) 災害リスク

地震、風水害等の自然災害および事故、火災、テロ等の人的災害が発生した場合には、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。

　

(11) 繰延税金資産

当社グループは、税務上の繰越欠損金が発生しており、当該繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上し

ております。繰延税金資産につきましては、将来の課税所得に関する予測に基づき回収可能性を慎重に検

討したうえで計上しておりますが、今後の業績動向等により、計上額の見直しが必要となった場合には、

当社グループの当期純利益に影響を与える可能性があります。

　なお、当該繰越欠損金が消滅した段階においては通常の税率に基づく法人税等の税金が発生し、当社グ

ループの当期純利益およびキャッシュ・フローに影響を与えることとなります。

　

(12) のれん

当社グループは、企業買収に伴い発生した相当額ののれんを計上しております。当社グループは、当該

のれんにつきまして、それぞれの事業価値および事業統合による将来のシナジー効果が発揮された結果

得られる将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化等により

期待する成果が得られない場合、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す。
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(13) 優先株式

当社の発行した第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式および第８種優先

株式（以下「優先株式」）については、取得請求権が付与されており、優先株主は優先株式の取得を当社

に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することが可能であります。

　優先株式の取得を請求し得べき期間（以下「取得請求期間」）は、第１種優先株式および第２種優先株

式については平成19年10月１日以降18年間、第４種優先株式については平成21年10月１日以降20年間、第

７種優先株式および第８種優先株式については平成23年４月１日以降20年間となっており、将来、優先株

式の取得請求に伴い普通株式が交付された場合、当社の発行済普通株式数が増加することとなり、その結

果として当社の株価に影響を及ぼす可能性があります。

　なお、本日（平成23年６月23日）現在において、取得請求は受けておりません。

　

(14) オリックスグループとの関係

当社は、平成17年１月31日付をもって、オリックス㈱と当社の第三者割当増資引受および当社の「事業

再生計画」達成に対する協力を内容とする資本提携契約を締結しております。

　当連結会計年度末現在、当社グループとオリックス㈱またはその子会社もしくは関連会社「以下「オ

リックスグループ」）の関係は、次のとおりです。

　

①　資本関係

オリックス㈱は、当社の発行済株式総数の42.68％（うち普通株式26.09％、優先株式16.59％）にあた

る227,883千株（うち普通株式139,285千株、優先株式88,598千株）を保有しております。また、総株主の

議決権に対するオリックス㈱の所有議決権数の割合は31.7％（間接所有0.0％を含む。）となっており、

当社は、同社の持分法適用会社に該当しております。

　
②　人的関係

当社グループの役員のうち、役員１名がオリックスグループの役員を兼任しており、また、役員４名が、

同グループからの出向者（当社３名、子会社１名）となっております。

　
③　取引関係

当社グループは、オリックスグループとマンション分譲に関する共同事業や販売受託取引等の営業取

引を行っております。

　
当社グループは、独立した事業運営を行っておりますが、今後、資本提携契約の解消等、オリックスグ

ループとの関係が変化した場合、当社グループの信用力や事業運営に影響を与える可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　

資本提携契約

相手方の名称 契約締結日 契約内容

オリックス株式会社 平成17年１月31日
１　当社の第三者割当増資引受

２　当社の「事業再生計画」達成に対する協力

　

６ 【研究開発活動】

特記事項はありません。

　

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

(1) 財政状態の分析

①　資産

当連結会計年度末の総資産は3,190億85百万円（前年同期比113億71百万円減）となりました。

　これは、現金及び預金が272億89百万円増加した一方、たな卸不動産が389億17百万円減少したことなど

によるものであります。

　
②　負債

当連結会計年度末の負債合計は2,223億62百万円（前年同期比207億26百万円減）となりました。

　これは、前受金が61億62百万円増加した一方、有利子負債が204億55百万円、支払手形及び買掛金が72億

51百万円それぞれ減少したことなどによるものであります。

　
③　純資産

当連結会計年度末の純資産合計は967億23百万円（前年同期比93億55百万円増）となりました。

　これは、優先株式に係る配当金3億64百万円の支払いを行った一方、当期純利益の計上などにより利益剰

余金が93億88百万円増加したことなどによるものであります。

　当連結会計年度末の自己資本比率は30.3％（前年同期比3.9ポイント増）、１株当たり純資産額は

136.78円（前年同期比20.11円増）となりました。
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(2) 経営成績の分析

①　営業収入

当連結会計年度の営業収入は、マンション管理受託戸数の増加などにより、不動産管理事業が29億円の

増収となったものの、マンション売上戸数の減少に伴い不動産開発事業が264億71百万円の減収となった

結果、全体では2,953億74百万円（前年同期比229億81百万円減）となりました。

　
②　営業利益および経常利益

不動産開発事業におけるマンション売上総利益率の改善および経費削減などにより、当連結会計年度

の営業利益は135億97百万円（前年同期比44億99百万円増)、経常利益は107億79百万円（前年同期比44億

19百万円増）となりました。

　
③　当期純利益

当連結会計年度の当期純利益は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額2億34百万円を特別損失に

計上したことに加え、法人税、住民税及び事業税11億35百万円を計上したことなどにより、97億52百万円

（前年同期比34億45百万円増）となりました。

　当連結会計年度の１株当たり当期純利益は20.18円（前年同期比3.66円増）となりました。

　
※　各セグメントの業績概要につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　業績等の概要」

をご参照ください。

　
　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　

１　業績等の概要」をご参照ください。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資の総額は6億55百万円であります。セグメントごとの内訳は、不動産開発事業1

億56百万円、不動産管理事業3億35百万円、不動産流通事業1億55百万円およびその他の事業7百万円であり、

これらは主に当社グループの事務所の移転によるものであります。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。

　

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

　

(1) 提出会社

(平成23年３月31日現在)

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
(人)

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

本　　　　社
(東京都渋谷区)

不動産開発
事業
全社

事務所等
1,585

 
0

 
8,454
(2)

27
 

170
 

10,238
 

895
[102]

賃貸施設
31

 
―

 
750
(17)

―
 

―
 

781
 

大阪支店　他６支店
(大阪市中央区　他)

不動産開発
事業

事務所 62 1 ― ― 9 73
341
[9]
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(2) 国内子会社

(平成23年３月31日現在)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業
員数
（人）

建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡)

リース
資産

その他 合計

㈱大京アス
テージ

本社
(東京都渋谷区)

不動産管理
事業

事務所等 137 0 ― 1 103 243
1,231
[100]

㈱大京リア
ルド

本社
(東京都渋谷区)

不動産流通
事業

事務所 160 ― ― 5 37 203
730
[121]

㈱大京エル
・デザイン

本社
(東京都渋谷区)

不動産管理
事業

事務所 4 ― ― ― 1 5
63
[9]

㈱大京ライ
フ

本社
(東京都渋谷区)

不動産管理
事業

事務所等 45 4 ― ― 2 52
2,909
[1,769]

オリックス
・ファシリ
ティーズ㈱
および同社
子会社２社

本社
(京都市下京区)

不動産管理
事業

事務所
155

 
2

 
124
(0)

11
 

40
 

334
 

516
[725]

㈱ジャパン
・リビング
・コミュニ
ティ

本社
(東京都新宿区)

不動産管理
事業

事務所 21 ― ― ― 5 26
418
[141]

㈱扶桑エン
ジニアリン
グ

本社
(東京都江東区)

その他 事務所等 58 3
8
(1)
[7]

― 1 72
85
[10]

㈱アセット
ウェーブ

本社
(東京都千代田

区)

不動産流通
事業

事務所 6 ― ― 2 2 10 37

　
（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であります。また、上記金額には消費税等を含んでおりませ

ん。

２　土地および建物の一部を賃借しており、年間賃借料は1,546百万円であります。賃借している土地の面積につい

ては[ ]で外書きしております。

３　出向者は出向先会社の従業員数に含めており、連結会社以外への出向者35人を含んでおりません。また、臨時従

業員は[ ]内に年間平均人員を外書きしております。

４　現在休止中の主要な設備はありません。

５　主要な賃借している転貸ビルは次のとおりであります。
　

名称 所在地 設備の内容 建物面積(㎡)
年間賃借料
(百万円)

清水井産業ビル 東京都江東区 事務所用ビル 14,234 480

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

記載すべき事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

記載すべき事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
　

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,152,400,000

第１種優先株式 10,000,000

第２種優先株式 11,250,000

第４種優先株式 18,750,000

第７種優先株式 25,000,000

第８種優先株式 23,600,000

計 1,241,000,000

　

② 【発行済株式】
　

種類
事業年度末現在
発行数（株）

（平成23年３月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成23年６月23日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 445,337,738同左
東京証券取引所
（市場第一部）

株主としての権利内容に
制限のない、基準となる株
式
（注）３～４

第１種優先株式
(注)１

10,000,000同左 ―

（注）２～６、８～１０

第２種優先株式
(注)１

11,250,000同左 ―

第４種優先株式
(注)１

18,750,000同左 ―

第７種優先株式
(注)１

25,000,000同左 ―

第８種優先株式
(注)１

23,598,144同左 ―

計 533,935,882同左 ― ―

(注) １　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

２　各優先株式は、当社の普通株式の株価に基づき取得(転換)価額が修正されるため、各優先株式の取得と引換え

に交付される普通株式数が変動いたします。なお、取得(転換)価額の修正基準および修正頻度ならびに下限

は、(注)10に記載のとおりであります。また、各優先株式について、当社の決定による当該優先株式の全部の取

得を可能とする旨の条項はありません。

３　各種類株式の単元株式数は、1,000株であります。

４　各種類株式について、会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

５　各優先株式の権利行使に関する事項および当社株式の売買に関する事項について、当社と各優先株式の所有者

との間に取決めはありません。

６　各優先株式は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加による希薄化を最大限抑制するために発行した

ものであるため、法令に別段の定めがある場合を除き、議決権はありません。

ただし、第１種優先株式については、期末配当において第１種優先株主が優先的配当を受ける旨の報告事項ま

たは議案が定時株主総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株主総会において否決された

ときはその総会の終結の時から期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会または定時株主総会の決

議がある時まで、議決権を有するものとしております。
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７　「提出日現在発行数」には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数、ならびに第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式および第８種

優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

８　第１種優先株式、第２種優先株式および第４種優先株式は、現物出資(借入金の株式化)により発行されており

ます。

９　各優先株式の優先配当金の支払順位および残余財産の分配順位は、同順位としております。

10　第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式および第８種優先株式の内容は、次のとお

りであります。

第１種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、定款に定める毎年３月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」とい

う。)を行うときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき、年40円を上限として、当該第１種優先株式発行に際し取締

役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第１種優先配当金」という。)を行う。

(ロ)優先配当金の額　第１種優先配当金の額は、400円×(日本円TIBOR＋1.75％)とする。第１種優先配当金は、

円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第１種優先配当金

の額が金40円を超える場合は40円とする。

「日本円TIBOR」とは、平成19年４月１日以降の毎年４月１日(以下、「第１種優先配当算出基準日」とい

う。)現在における日本円リファレンス・レート(１年物)として全国銀行協会によって公表される数値を

いい、上記計算式においては、次回の第１種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用さ

れる。ただし、第１種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第１種優先配当算出基準日

とする。第１種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は

直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円LIBOR１年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準

ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる

数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余

金の配当を行わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対して行う期末配

当の額が第１種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　期末配当において、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対し、第１種優先配当

金を超えて配当は行わない。

(へ)除斥期間　定款に定める除斥期間の規定は、第１種優先配当金の支払について、これを準用する。

(2) 残余財産の分配　当社の残余財産を分配するときは、第１種優先株主または第１種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第１種優先株式１株につき400円を支払う。第１種優先株

主または第１種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第１種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。当社は、第１種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。

(4) 取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間　第１種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月１日から平成37年

９月30日までとする。

(ロ)条件　第１種優先株主は、１株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第１種優先株式の取得を

当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。

(a) 当初転換価額　444.0円

(b) 転換価額の修正　転換価額は、平成20年10月１日から平成37年９月30日まで、毎年10月１日(以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それ

ぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値

に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお

時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて

取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が351.6円(以

下、「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正

後転換価額とする。
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(c) 転換価額の調整

Ⅰ　第１種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式により調整する。

転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入

する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ⅰ　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新

規発行普通株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてそ

の増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金

の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付

株式または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額（新株予約権の発行価額およ

び新株予約権の行使に際して払い込む額との合計額の１株当たりの額をいい、以下第１種優先株式、

第２種優先株式および第４種優先株式において同じ。）が転換価額調整式に使用する時価を下回るこ

ととなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額は、その証券（権

利）の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、全ての取得請求

権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の

翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該取得請求権また

は新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行の普通株式数に

算入される（下記ⅳも同様とする。）。

ⅳ　普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券（権利）で

あって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価

額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換

価額または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全ての取得請求

権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とす

る場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

Ⅲ　転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお上記45取引日の間

に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

Ⅴ　転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評

価額）

ⅱ　Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定め

る内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約

権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額

ⅳ　Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式１株当た

りの発行価額

Ⅵ　転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を

差引いた額を使用する。
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(d) 引換えにより交付すべき普通株式数

　第１種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

 

引換えにより交付すべき普通株式数
 

＝

第１種優先株主が取得請求のために提出した
第１種優先株式の発行価額の総額

転換価額

　交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 取得条項　当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第１種優先株式を、同期間の末日の翌日

(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社

は、当該第１種優先株主に対し、当該第１種優先株式を取得するのと引換えに第１種優先株式１株の払込金

相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場

合当該平均値が355.2円を下回るときは、第１種優先株式１株の払込金相当額を当該金額で除して得られる

数の普通株式を交付する。

なお、前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。

　
第２種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、定款に定める毎年３月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」とい

う。)を行うときは、第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき、年40円を上限として、当該第２種優先株式発行に際し取締

役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下、「第２種優先配当金」という。)を行う。

(ロ)優先配当金の額　第２種優先配当金の額は、400円×(日本円TIBOR＋1.75％)とする。第２種優先配当金は、

円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第２種優先配当金

の額が金40円を超える場合は40円とする。

「日本円TIBOR」とは、平成19年４月１日以降の毎年４月１日(以下、「第２種優先配当算出基準日」とい

う。)現在における日本円リファレンス・レート(１年物)として全国銀行協会によって公表される数値を

いい、上記計算式においては、次回の第２種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用さ

れる。ただし、第２種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第２種優先配当算出基準日

とする。第２種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は

直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円LIBOR１年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準

ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる

数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余

金の配当を行わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対して行う期末配

当の額が第２種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　期末配当において、第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対し、第２種優先配当

金を超えて配当は行わない。

(へ)除斥期間　定款に定める除斥期間の規定は、第２種優先配当金の支払について、これを準用する。

(2) 残余財産の分配　当社の残余財産を分配するときは、第２種優先株主または第２種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第２種優先株式１株につき400円を支払う。第２種優先株

主または第２種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第２種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。当社は、第２種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。

(4) 取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間　第２種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成19年10月１日から平成37年

９月30日までとする。

(ロ)条件　第２種優先株主は、１株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第２種優先株式の取得を

当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。

(a) 当初転換価額　79.1円
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(b) 転換価額の修正　転換価額は、平成20年10月１日から平成37年９月30日まで、毎年10月１日(以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それ

ぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値

に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお

時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて

取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が63.3円(以下、

「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正後

転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ⅰ　第２種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額

調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ⅰ　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新

規発行普通株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてそ

の増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金

の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付

株式または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額

は、その証券（権利）の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、

全ての取得請求権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、また

はその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該

取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行

の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とする。）。

ⅳ　普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券（権利）で

あって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価

額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換

価額または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全ての取得請求

権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とす

る場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

Ⅲ　転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお上記45取引日の間

に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

Ⅴ　転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評

価額）

ⅱ　Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

 30/148



　
ⅲ　Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定め

る内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約

権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額

ⅳ　Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式１株当た

りの発行価額

Ⅵ　転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

(d) 引換えにより交付すべき普通株式数

　第２種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

 

引換えにより交付すべき普通株式数
 

＝

第２種優先株主が取得請求のために提出した
第２種優先株式の発行価額の総額

転換価額

　交付すべき普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 取得条項　当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第２種優先株式を、同期間の末日の翌日

(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社

は、当該第２種優先株主に対し、当該第２種優先株式を取得するのと引換えに第２種優先株式１株の払込金

相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場

合当該平均値が69.8円を下回るときは、第２種優先株式１株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数

の普通株式を交付する。

なお、前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。

　
第４種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、定款に定める毎年３月31日を基準日とする剰余金の配当(以下、「期末配当」とい

う。)を行うときは、第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株

式質権者に先立ち、第４種優先株式１株につき、年40円を上限として、当該第４種優先株式発行に際し取締

役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第４種優先配当金」という。)を行う。

(ロ)優先配当金の額　第４種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。第４種優先配当金

は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の結果、第４種優先配当

金の額が金40円を超える場合は40円とする。

平成24年３月末日に終了する事業年度に関する配当まで：第４種優先配当金＝400円×2.00％

平成25年３月末日に終了する事業年度に関する配当から：第４種優先配当金＝400円×(日本円TIBOR

＋1.75％)

「日本円TIBOR」とは、平成24年４月１日以降の毎年４月１日(以下、「第４種優先配当算出基準日」とい

う。)現在における日本円リファレンス・レート(１年物)として全国銀行協会によって公表される数値を

いい、上記計算式においては、次回の第４種優先配当算出基準日の前日までの各事業年度について適用さ

れる。ただし、第４種優先配当算出基準日が銀行休業日の場合は直前営業日を第４種優先配当算出基準日

とする。第４種優先配当算出基準日に日本円TIBORが公表されない場合、同日(当日が銀行休業日の場合は

直前営業日)ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート

(ユーロ円LIBOR１年物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値またはこれに準

ずると認められるものを日本円TIBORに換えて用いるものとする。日本円TIBORまたはこれに換えて用いる

数値は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対し、期末配当以外の剰余

金の配当を行わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対して行う期末配

当の額が第４種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対し、第４種優先配当金を超えて配当は

行わない。

(へ)除斥期間　定款に定める除斥期間の規定は、第４種優先配当金の支払について、これを準用する。

(2) 残余財産の分配　当社の残余財産を分配するときは、第４種優先株主または第４種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第４種優先株式１株につき400円を支払う。第４種優先株

主または第４種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配は行わない。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第４種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。当社は、第４種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける

権利を与えない。
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(4) 取得請求権

(イ)取得を請求し得べき期間　第４種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成21年10月１日から平成41年

９月30日までとする。

(ロ)条件　第４種優先株主は、１株につき下記(a)ないし(c)に定める転換価額により、第４種優先株式の取得を

当社に請求し、引換えに普通株式の取得を請求することができる。

(a) 当初転換価額　79.1円

(b) 転換価額の修正　転換価額は、平成22年10月１日から平成41年９月30日まで、毎年10月１日(以下、それぞ

れ「転換価額修正日」という。)に、各転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下、それ

ぞれ「時価算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日

の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日を除く。)が、当初転換価額を下回る場合、当該平均値

に修正される(修正後転換価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお

時価算定期間内に、下記(c)で定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該平均値は、(c)に準じて

取締役会が適当と判断する値に調整される。)。ただし、上記計算の結果、修正後転換価額が55.4円（以

下、「下限転換価額」といい、下記(c)により調整される。)を下回る場合には下限転換価額をもって修正

後転換価額とする。

(c) 転換価額の調整

Ⅰ　第４種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、転換価額を次に定める算式(以下「転換価額

調整式」という。)により調整する。転換価額調整式を用いる計算については、円位未満小数第２位まで

算出し、その小数第２位を四捨五入する。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
転換価額

＝
調整前
転換価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ⅰ　転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分

する場合を含む。）、調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日があ

る場合はその日の翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は転換価額調整式における「新

規発行普通株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日の翌

日以降これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金の額の増加をすることを条件としてそ

の増加部分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金

の額を減少して資本金の額の増加決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株

主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該剰余金の額を減少して資本金の額の増加決議を

した株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

ⅲ　転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって普通株式に引換えることができる取得請求権付

株式または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合、調整後の転換価額

は、その証券（権利）の払込期日に、または募集のための株主割当日がある場合はその日の終わりに、

全ての取得請求権または全ての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以降、また

はその割当日の翌日以降これを適用する。以後の調整においては、かかるみなし株式数は、実際に当該

取得請求権または新株予約権の行使がなされた結果発行された株式数を上回る限りにおいて既発行

の普通株式数に算入される（下記ⅳも同様とする。）。

ⅳ　普通株式に引換えることができる取得請求権付株式または新株予約権を行使できる証券（権利）で

あって、転換価額または新株予約権の行使価額が発行日に決定されておらず後日一定の日（以下「価

額決定日」という。）の時価を基準として決定されるものを発行した場合において、決定された転換

価額または権利行使により交付される普通株式１株当たりの発行価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合、調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券（権利）の全ての取得請求

権または新株予約権が行使されたものとみなし、当該価額決定日の翌日以降でこれを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる事由のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要とす

る場合には、取締役会が適当と判断する転換価額により変更される。

Ⅲ　転換価額調整式に使用する１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱただし

書の場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における

当社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）と

し、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお上記45取引日の間

に、Ⅰで定める転換価額の調整事由が生じた場合には、転換価額調整式で使用する時価（当該平均値）

は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。

Ⅳ　転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用する前日において有効な転換価額

とし、また、転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主

割当日がない場合は調整後転換価額を適用する日の１ヵ月前の日における当社の発行済普通株式数と

する。なお、既発行普通株式数からは処分される自己株式数を控除する。

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

 32/148



　
Ⅴ　転換価額調整式で使用する１株当たりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって普通株式を発行（または自己株式を処分）

する場合には、当該払込金額または処分価額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評

価額）

ⅱ　Ⅰⅱの株式の分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって取得請求権の行使により普通株式を交付する場合またはⅠⅲで定め

る内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該転換価額または当該新株予約

権の行使により発行される普通株式１株当たりの発行価額

ⅳ　Ⅰⅳの場合は、価格決定日に決定された転換価額または権利行使により発行される普通株式１株当た

りの発行価額

Ⅵ　転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が１円未満にとどまるとき

は、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

また、合併等により転換価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額に調整する。

(d) 引換えにより交付すべき普通株式数

　第４種優先株式と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、次のとおりとする。

 

引換えにより交付すべき普通株式数
 

＝

第４種優先株主が取得請求のために提出した
第４種優先株式の発行価額の総額

転換価額

　交付すべき普通株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 取得条項　当社は、取得を請求し得べき期間中に取得請求のなかった第４種優先株式を、同期間の末日の翌日

(以下「取得条件成就日」という。)以降の取締役会で定める日をもって取得するものとし、この場合、当社

は、当該第４種優先株主に対し、当該第４種優先株式を取得するのと引換えに第４種優先株式１株の払込金

相当額を取得条件成就日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の株式会社東京証

券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(円位未満小数第２

位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、この場

合当該平均値が61.1円を下回るときは、第４種優先株式１株の払込金相当額を当該金額で除して得られる数

の普通株式を交付する。

なお、前記の普通株式数の算出にあたって１株に満たない端数が生じたときには、会社法第234条に従いこれ

を取り扱う。

　
第７種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、平成23年３月31日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする

定款に定める期末配当をするときは、当該期末配当に係る基準日の株主名簿に記載または記録された第７

種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第７

種優先株式１株当たり、400円にそれぞれの事業年度ごとに定める率(以下「第７種優先配当年率」とい

う。)を乗じて算出した額(ただし、第７種優先株式１株当たり40円を上限とする。)の配当金(１円未満を切

り捨てる。以下「第７種優先配当金」という。)を支払う。

(ロ)優先配当金の額　第７種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。

第７種優先配当金＝400円×(日本円TIBOR(１年物)＋2.00％)

「日本円TIBOR(１年物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)(以下「第７種優

先配当年率決定基準日」という。)の午前11時における日本円１年物トーキョー・インターバンク・オ

ファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、第７種優先配当年率決定

基準日に日本円１年物トーキョー・インターバンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代

えて同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ

円１年物ロンドン・インターバンク・オファード・レートとして英国銀行協会(BBA)によって公表される

数値またはこれに準ずるものと認められる数値とする。第７種優先配当年率は、％未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対しては、平成23年３月31

日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする定款に定める期末配当以外の配当は行

わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対して支払う剰余

金の配当の額が第７種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対しては、第７種優先配当金を超えて剰

余金の配当は行わない。
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(2) 残余財産の分配　当社は、残余財産の分配をするときは、第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に

対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第７種優先株式１株につき、400円(以下「第７種優先残

余財産分配額」という。)の金銭を支払う。第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者に対して第７種

優先残余財産分配額の全額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配を

する場合には、第７種優先株主または第７種優先登録株式質権者は、第７種優先株式１株当たり、普通株式１

株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第７種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。また、当社は、第７種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

(4) 取得請求権　第７種優先株主は、平成23年４月１日から平成43年３月31日までの間(以下「第７種優先株式取

得請求期間」という。)、いつでも当社に対して、その有する第７種優先株式の全部または一部を取得するこ

とを請求することができるものとし、当社は第７種優先株主が取得の請求をした第７種優先株式を取得する

のと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該第７種優先株主に対

して交付するものとする。

(イ)取得と引換えに交付する普通株式数

第７種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、次のとおりとする。

 

取得と引換えに交付する普通株式の数
 

＝

第７種優先株主が取得の請求をした
第７種優先株式の払込金額の総額

取得価額

取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。

(ロ)当初取得価額　取得価額は、当初、101円とする。

(ハ)取得価額の修正　当初取得価額は、平成23年４月１日以降平成42年４月１日までの毎年４月１日(以下、そ

れぞれ「修正基準日」という。)に、修正基準日における時価に修正される（以下、かかる修正後の取得価

額を「修正後取得価額」という。）。ただし、修正後取得価額が101円(ただし、下記(ニ)に準じて調整され

るものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取

得価額が80.8円(ただし、下記(ニ)に準じて調整されるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る

場合、修正後取得価額は下限取得価額とする。 

修正基準日における時価は、各修正基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下「時価算定期間」

という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)

の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。なお、時価算定期間中に下記(ニ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値

(気配表示を含む。)は下記(ニ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

(ニ)取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

Ⅰ  普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。調

整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、これを適用する。なお、株式無償割当ての場合に

は、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数(ただしそ

の時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て後発行

済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

Ⅱ  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、株式

の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
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Ⅲ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普

通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される(請求により取得

される場合を含む。以下同じ。)株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ニ)

において同じ。)もしくはその他の証券の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権その他の証

券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合、または会社分割、株式交換もしくは合併により普

通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整す

る。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(a)におい

て同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当

日」という。)の翌日以降、これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算

式における「新たに発行する普通株式の数」は「新たに発行する普通株式の数および処分する当社が

保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株

式の数」とそれぞれ読み替える。

　 　 　 　 (発行済普通株式の数
－当社が保有する普通

株式の数)
＋
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
１株当たりの時価

(発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

ただし、本Ⅲによる取得価額の調整は、第７種優先株式の発行済株式総数の過半数を有する第７種優先

株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

Ⅳ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって、普通株式の交付と引換えに当社に取得され

る株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、または普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換え

に当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当

ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその

他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され普通株式が交付されたものとみなして、取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価

額とする。調整後の取得価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、株式無償割当てまた

は新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以

降、これを適用する。ただし、本Ⅳによる取得価額の調整は、第７種優先株式の発行済株式総数の過半数

を有する第７種優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

Ⅴ  行使することにより、本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式または普通株

式の交付と引換えに取得される株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付さ

れたものとみなして、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際し

て出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を調整後の取得価額とする。調整後の取

得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本Ⅴによる取得価額の調整は、当社または当社の子会

社の取締役、執行役、監査役または従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目

的とする新株予約権には適用されないものとし、また、第７種優先株式の発行済株式総数の過半数を有

する第７種優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

Ⅵ  取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額が初めて適用される日に先立つ45取引日に始まる

30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含

む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅠないしⅣのいずれかに該当する場合には、当社は、必要な取得価

額の調整を行う。

Ⅰ  会社分割、株式交換または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅱ  前Ⅰのほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅲ  上記(a)のⅣに定める株式、新株予約権またはその他の証券につきその取得・行使等により普通株式が

交付され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権またはその他の証券全てにつき普通株

式の交付された場合を除く。

Ⅳ  上記(a)のⅤに定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき行使請

求が行われた場合を除く。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。
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(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第７種優先株主または第７種優先登

録株式質権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他の必要事項を

通知しなくてはならない。

(5) 取得条項　当社は、第７種優先株式取得請求期間中に取得請求のなかった第７種優先株式の全部を、同期間の

末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下「一斉取得日」という。)が到来することをもって取

得するものとし、当社はかかる第７種優先株式を取得するのと引換えに、かかる第７種優先株式の払込金額

の総額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通

株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は円

位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数の普通株式を第７種優

先株主に対して交付する。ただし、当該平均値が下限取得価額を下回る場合には、当該平均値に代えて下限取

得価額を、当該平均値が上限取得価額を上回る場合には、当該平均値に代えて上限取得価額をもって計算す

る。第７種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社

法第234条に従ってこれを取扱う。

　
第８種優先株式

(1) 優先配当金

(イ)剰余金の配当　当社は、平成23年３月31日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする

定款に定める期末配当をするときは、当該期末配当に係る基準日の株主名簿に記載または記録された第８

種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第８

種優先株式１株当たり、400円にそれぞれの事業年度ごとに定める率(以下「第８種優先配当年率」とい

う。)を乗じて算出した額(ただし、第８種優先株式１株当たり40円を上限とする。)の配当金(１円未満を切

り捨てる。以下「第８種優先配当金」という。)を支払う。

(ロ)優先配当金の額　第８種優先配当金の額は、以下の算式に従い計算される金額とする。

第８種優先配当金＝400円×(日本円TIBOR(１年物)＋2.00％)

「日本円TIBOR(１年物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)(以下「第８種優

先配当年率決定基準日」という。)の午前11時における日本円１年物トーキョー・インターバンク・オ

ファード・レートとして全国銀行協会によって公表される数値を指すものとし、第８種優先配当年率決定

基準日に日本円１年物トーキョー・インターバンク・オファード・レートが公表されない場合、これに代

えて同日(当日がロンドンにおける銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ

円１年物ロンドン・インターバンク・オファード・レートとして英国銀行協会(BBA)によって公表される

数値またはこれに準ずるものと認められる数値とする。第８種優先配当年率は、％未満小数第２位まで算

出し、その小数第２位を四捨五入する。

(ハ)期末配当以外の配当の額　第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対しては、平成23年３月31

日以降(同日を含む。)に終了する各事業年度の末日を基準日とする定款に定める期末配当以外の配当は行

わない。

(ニ)非累積条項　ある事業年度において第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対して支払う剰余

金の配当の額が第８種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(ホ)非参加条項　第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対しては、第８種優先配当金を超えて剰

余金の配当は行わない。

(2) 残余財産の分配　当社は、残余財産の分配をするときは、第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に

対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第８種優先株式１株につき、400円(以下「第８種優先残

余財産分配額」という。)の金銭を支払う。第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者に対して第８種

優先残余財産分配額の全額が分配された後、普通株主または普通登録株式質権者に対して残余財産の分配を

する場合には、第８種優先株主または第８種優先登録株式質権者は、第８種優先株式１株当たり、普通株式１

株当たりの残余財産分配額と同額の残余財産の分配を受ける。

(3) 併合または分割等　当社は、法令に定める場合を除き、第８種優先株式について株式の併合または分割は行わ

ない。また、当社は、第８種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受

ける権利を与えず、また、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てを行わない。

(4) 取得請求権　第８種優先株主は、平成23年４月１日から平成43年３月31日までの間(以下「第８種優先株式取

得請求期間」という。)、いつでも当社に対して、その有する第８種優先株式の全部または一部を取得するこ

とを請求することができるものとし、当社は第８種優先株主が取得の請求をした第８種優先株式を取得する

のと引換えに、下記に定める算定方法に従って算出される数の当社の普通株式を、当該第８種優先株主に対

して交付するものとする。

(イ)取得と引換えに交付する普通株式数

第８種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の数は、次のとおりとする。

 

取得と引換えに交付する普通株式の数
 

＝

第８種優先株主が取得の請求をした
第８種優先株式数に400円を乗じた額

取得価額
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取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしないものとする。

(ロ)当初取得価額　取得価額は、当初、64円とする。

(ハ)取得価額の修正　当初取得価額は、平成23年４月１日以降平成42年４月１日までの毎年４月１日(以下、そ

れぞれ「修正基準日」という。)に、修正基準日における時価に修正される（以下、かかる修正後の取得価

額を「修正後取得価額」という。）。ただし、修正後取得価額が64円(ただし、下記(ニ)に準じて調整される

ものとし、以下「上限取得価額」という。)を上回る場合、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得

価額が51.2円(ただし、下記(ニ)に準じて調整されるものとし、以下「下限取得価額」という。)を下回る場

合、修正後取得価額は下限取得価額とする。 

修正基準日における時価は、各修正基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(以下「時価算定期間」

という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)

の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その

小数第２位を四捨五入する。なお、時価算定期間中に下記(ニ)に規定する事由が生じた場合、上記の終値

(気配表示を含む。)は下記(ニ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

(ニ)取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

Ⅰ  普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。調

整後の取得価額は、株式の分割に係る基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、これを適用する。なお、株式無償割当ての場合に

は、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「株式無償割当て前発行済普通株式数(ただしそ

の時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「株式無償割当て後発行

済普通株式数(ただしその時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

Ⅱ  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、株式

の併合の効力が生ずる日の翌日以降、これを適用する。

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

Ⅲ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普

通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される(請求により取得

される場合を含む。以下同じ。)株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ニ)

において同じ。)もしくはその他の証券の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権その他の証

券もしくは権利の転換、交換もしくは行使による場合、または会社分割、株式交換もしくは合併により普

通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整す

る。調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本(a)におい

て同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当

日」という。)の翌日以降、これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算

式における「新たに発行する普通株式の数」は「新たに発行する普通株式の数および処分する当社が

保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株

式の数」とそれぞれ読み替える。

　 　 　 　 (発行済普通株式の数
－当社が保有する普通

株式の数)
＋
新たに発行する普通株式の数×１株当たり払込金額

調整後
取得価額

＝
調整前
取得価額

×
１株当たりの時価

(発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

ただし、本Ⅲによる取得価額の調整は、第８種優先株式の発行済株式総数の過半数を有する第８種優先

株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。
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Ⅳ  本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって、普通株式の交付と引換えに当社に取得され

る株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、または普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交付と引換え

に当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券を発行または処分する場合(株式無償割当

ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその

他の証券の全てが当初の条件で取得または行使等され普通株式が交付されたものとみなして、取得価額

調整式において「１株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価

額とする。調整後の取得価額は、払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、株式無償割当てまた

は新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当て

に係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以

降、これを適用する。ただし、本Ⅳによる取得価額の調整は、第８種優先株式の発行済株式総数の過半数

を有する第８種優先株主がかかる調整を不要とした場合には行われない。

Ⅴ  行使することにより、本(a)Ⅵで定める１株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式または普通株

式の交付と引換えに取得される株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約

権無償割当ての場合を含む。)、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付さ

れたものとみなして、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」として新株予約権の行使に際し

て出資される財産の１株当たりの価額を使用して計算される額を調整後の取得価額とする。調整後の取

得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる

日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降、また株主割当日がある

場合にはその翌日以降、これを適用する。ただし、本Ⅴによる取得価額の調整は、当社または当社の子会

社の取締役、執行役、監査役または従業員に対してストックオプション目的で発行される普通株式を目

的とする新株予約権には適用されないものとし、また、第８種優先株式の発行済株式総数の過半数を有

する第８種優先株主がかかる調整を不要とした場合にも行われない。

Ⅵ  取得価額調整式で使用する時価は、調整後の取得価額が初めて適用される日に先立つ45取引日に始まる

30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含

む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出

し、小数第２位を四捨五入する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅠないしⅣのいずれかに該当する場合には、当社は、必要な取得価

額の調整を行う。

Ⅰ  会社分割、株式交換または合併のために取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅱ  前Ⅰのほか、普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更または

変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

Ⅲ  上記(a)のⅣに定める株式、新株予約権またはその他の証券につきその取得・行使等により普通株式が

交付され得る期間が終了したとき。ただし、当該株式、新株予約権またはその他の証券全てにつき普通株

式の交付された場合を除く。

Ⅳ  上記(a)のⅤに定める新株予約権の行使期間が終了したとき。ただし、当該新株予約権全てにつき行使請

求が行われた場合を除く。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

る。

(d) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどま

るときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発生し、

取得価額を算出する場合には、調整前取得価額はこの差額を差引いた額とする。

(e) 取得価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、第８種優先株主または第８種優先登

録株式質権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の取得価額、適用の日およびその他の必要事項を

通知しなくてはならない。

(5) 取得条項　当社は、第８種優先株式取得請求期間中に取得請求のなかった第８種優先株式の全部を、同期間の

末日の翌日以降の日で取締役会の決議で定める日(以下「一斉取得日」という。)が到来することをもって取

得するものとし、当社はかかる第８種優先株式を取得するのと引換えに、取得する第８種優先株式の総数に

400円を乗じた額の金銭総額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所

における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。ま

た、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)で除して得られる数

の普通株式を第８種優先株主に対して交付するものとする。ただし、当該平均値が下限取得価額を下回る場

合には、当該平均値に代えて下限取得価額を、当該平均値が上限取得価額を上回る場合には、当該平均値に代

えて上限取得価額をもって計算する。第８種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満

たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

　
　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

 38/148



　

(2) 【新株予約権等の状況】

　
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

株主総会の特別決議（平成17年６月28日）および当社執行役による決定（平成17年８月12日）

　
事業年度末現在 提出日の前月末現在

（平成23年３月31日） （平成23年５月31日）

新株予約権の数　　　　　　　　　　　　（注）１ 3,992個 3,979個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数　　　　（注）２ 3,992,000株 3,979,000株

新株予約権の行使時の払込金額　　　　　（注）３ １株当たり387円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年６月29日～

同左
平成27年６月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格  　387円
同左

資本組入額　194円

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要する
ものとします。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―

(注) １　新株予約権１個当たりの株式数は、1,000株であります。
２　新株予約権の目的となる株式の数の調整
新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権の目的たる株式の数は、次
の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、当該時点で新株予約権の割当を受けた者（以
下、「新株予約権者」という。）が行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整
により１株に満たない端数が生じる場合はこれを切り捨てることとします。
 
　調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
 
また、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、新株予約権の目
的たる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。

３　行使価額の調整
(1) 新株予約権発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割または併合の比率

(2) また、新株予約権発行日後に当社が時価を下回る価額で株式の発行または自己株式の処分を行うとき（新
株予約権の権利行使ならびに優先株式の普通株式への転換の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を
調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることとします。

　 　 　 　
既発行普通株式数＋

新規発行普通株式数×１株当たりの払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
１株当たりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　　なお、上記算式において「既発行普通株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する自己株式
の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとします。

(3) さらに、新株予約権発行日後に当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合には、行使価額
は、合理的な範囲で調整されるものとします。
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４　新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役
員または使用人のいずれの地位も、自己の都合により失っていないことを要することとします。ただし、任
期満了による退任、定年、子会社等への転籍あるいは会社都合による退職等、正当な理由によって失った場
合については、失った日または平成19年６月29日のいずれか遅いほうの日から１年を経過していない場合
に限り行使できるものとします。

(2) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役

員または使用人のいずれの地位についても、旧商法その他日本の法令または海外の法令もしくは当社また

は当社子会社等が定める社内規程に規定される欠格事由、解任事由または解職事由が生じておらず、かつ当

該法令の違反もしくは社内規程の重大な違反に該当する行為がないことを要するものとします。ただし、当

社が、当該新株予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、当該事由、行為の内

容もしくはその治癒または解消の状況を考慮し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と判断した場合

にはこの限りではありません。

(3) 新株予約権者は、当社取締役会の承認がない限り新株予約権の譲渡を行わないものとし、かつ、いかなる場

合においても新株予約権について、質入、譲渡担保の設定その他の担保に供する等いかなる処分も行わない

ものとします。

(4) 新株予約権者は、１個の新株予約権を分割して行使することはできない（新株予約権１個を最低行使単位

とする。）ものとします。

(5) 新株予約権者およびその相続人は、後記(6)に定める新株予約権割当契約に従い、新株予約権を行使するも

のとします。

(6) その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものと

します。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　
第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式、第８種優先株式

　
第４四半期会計期間

(平成23年１月１日から
平成23年３月31日まで)

第87期
(平成22年４月１日から
平成23年３月31日まで)

当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予
約権付社債券等の数（個）

― ―

当該期間の権利行使に係る交付株式数（株） ― ―

当該期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） ― ―

当該期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） ― ―

当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正
条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）

― ―

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）

― ―

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）

― ―

当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）

― ―

(注) 　行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の残高はありますが、当該期間における権利行使はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成19年３月19日　(注)１ ― 477,210,258― 26,999△10,057 13,100

平成19年３月30日　(注)２△100,000,000377,210,258― 26,999 ― 13,100

平成19年８月１日　(注)３ 17,852,480395,062,738― 26,999 11,247 24,347

平成19年４月１日
　　　 ～　　　　 (注)４
平成20年３月31日

325,000395,387,73863 27,063 63 24,410

平成20年６月30日　(注)５△10,000,000385,387,738― 27,063 ― 24,410

平成21年３月13日　(注)６25,000,000410,387,7385,000 32,063 5,000 29,410

平成21年３月25日　(注)７23,598,144433,985,882― 32,063 9,439 38,849

平成21年５月31日　(注)８ ― 433,985,882― 32,063△14,495 24,354

平成22年１月25日　(注)９92,900,000526,885,8828,465 40,529 8,465 32,820

平成22年２月９日　(注)107,050,000533,935,882642 41,171 642 33,462

(注) １　平成19年３月16日開催の臨時株主総会決議における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替

えであります。

２　自己株式として取得した第３種優先株式、第５種優先株式および第６種優先株式の消却に伴う減少でありま

す。

３　平成19年８月１日付扶桑レクセル株式会社との株式交換の実施による普通株式の発行に伴う増加であります。

　　発行価額　　　　１株につき630円

　　資本組入額　　　１株につき０円

４　新株予約権の権利行使による普通株式の発行に伴う増加であります。

５　自己株式として一部取得した第２種優先株式および第４種優先株式の消却に伴う減少であります。

６　有償第三者割当増資による第７種優先株式の発行に伴う増加であります。

　発行価額　　　　１株につき400円

　資本組入額　　　１株につき200円

　割当先　　　　　オリックス株式会社

７　平成21年３月25日付オリックス・ファシリティーズ株式会社との株式交換の実施による第８種優先株式の発

行に伴う増加であります。

　　発行価額　　　　１株につき400円

　　資本組入額　　　１株につき０円

８　平成21年５月14日開催の取締役会の決議に基づく繰越利益剰余金の欠損填補に伴う減少であります。

９　一般募集による普通株式の発行に伴う増加であります。

　　発行価額　　　　１株につき182.256円

　　資本組入額　　　１株につき91.128円

10　オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当による普通株式の発行に伴う増加であります。

　　発行価額　　　　１株につき182.256円

　　資本組入額　　　１株につき91.128円

　　割当先　　　　　三菱ＵＦＪ証券株式会社（現　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社）
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(6) 【所有者別状況】

普通株式

（平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

1 33 70 488 146 16 27,87728,631 ―

所有株式数
（単元）

0 69,71512,518151,61967,350 64 142,037443,3032,034,738

所有株式数
の割合(％)

0.00 15.73 2.82 34.2015.19 0.02 32.04 100 ―

(注) １　証券保管振替機構名義の株式が「その他の法人」に16単元含まれております。

２　自己株式は「個人その他」に3,388単元、「単元未満株式の状況」に518株が含まれております。
　

第１種優先株式
（平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
（単元）

― ― ― 10,000 ― ― ― 10,000 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―

　

第２種優先株式
（平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
（単元）

― ― ― 11,250 ― ― ― 11,250 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―
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第４種優先株式

（平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
（単元）

― ― ― 18,750 ― ― ― 18,750 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―

　
第７種優先株式

（平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
（単元）

― ― ― 25,000 ― ― ― 25,000 ―

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―

　
第８種優先株式

（平成23年３月31日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）

単元未満
株式の状況
（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
（人）

― ― ― 1 ― ― ― 1 ―

所有株式数
（単元）

― ― ― 23,598 ― ― ― 23,598 144

所有株式数
の割合(％)

― ― ― 100 ― ― ― 100 ―
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(7) 【大株主の状況】

所有株式数別

（平成23年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

オリックス株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番１号 227,883 42.68

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 14,568 2.73

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 12,866 2.41

バンクオブニユーヨークジーシー
エムクライアントアカウントジエ
イピーアールデイアイエスジーエ
フイー－エイシー（常任代理人）
株式会社三菱東京UFJ銀行

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

12,858 2.41

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,753 1.64

CSSEL SPECIAL CSTDY AC EXCL
FBO CUS (PB NON-TREATY)(常任代
理人）シティバンク銀行株式会社

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ, UK
（東京都品川区東品川二丁目３番14号）

7,425 1.39

あいおいニッセイ同和損害保険株
式会社（常任代理人）日本マス
タートラスト信託銀行株式会社

東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 
（東京都港区浜松町二丁目11番３号）

6,967 1.30

メロンバンクエヌエートリーテ
イークライアントオムニバス（常
任代理人）株式会社三菱東京UFJ
銀行

ONE MELLON BANK CENTER, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

5,539 1.04

大京グループ従業員持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号 5,420 1.02

ジェーピーモルガンチェースバン
ク385093（常任代理人）株式会社
みずほコーポレート銀行決済営業
部

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ U.K.
（東京都中央区月島四丁目16番13号）

5,200 0.97

計 ― 307,481 57.59

(注) １ オリックス株式会社の所有株式数の内訳は次のとおりです。

　普通株式　　　 139,285千株

　第１種優先株式　10,000千株

　第２種優先株式　11,250千株

　第４種優先株式　18,750千株

　第７種優先株式　25,000千株

　第８種優先株式　23,598千株
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２　野村證券株式会社およびその共同保有者３名から平成23年２月７日付で提出された大量保有報告書により、同

年１月31日現在で同社およびその共同保有者が普通株式27,536千株を保有している旨の報告を受けました

が、当社として当事業年度末時点の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりま

せん。

なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
(千株）

株券等保有割合
（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 477 0.09

NOMURA INTERNATIONAL PLC
Nomura House,1 St.Martin' s-le-Grand
London EC1A 4NP,UK

5,462 1.02

Nomura Asset Management　　
Deutschland KAG mbH

Graefstrasse 109,60487 Frankfurt am
Main,F.R.Germany

996 0.19

野村アセットマネジメント株式会社 東京都中央区日本橋一丁目12番１号 20,600 3.86

計 ― 27,536 5.16

　
所有議決権数別

（平成23年３月31日現在）

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権
に対する
所有議決権数
の割合（％）

オリックス株式会社 東京都港区浜松町二丁目４番１号 139,285 31.66

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口９）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 14,568 3.31

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海一丁目８番11号 12,866 2.92

バンクオブニユーヨークジーシー
エムクライアントアカウントジエ
イピーアールデイアイエスジーエ
フイー－エイシー（常任代理人）
株式会社三菱東京UFJ銀行

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

12,858 2.92

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社（信託口）

東京都港区浜松町二丁目11番３号 8,753 1.99

CSSEL SPECIAL CSTDY AC EXCL
FBO CUS (PB NON-TREATY)(常任代
理人）シティバンク銀行株式会社

ONE CABOT SQUARE LONDON E14 4QJ, UK
（東京都品川区東品川二丁目３番14号）

7,425 1.69

あいおいニッセイ同和損害保険株
式会社（常任代理人）日本マス
タートラスト信託銀行株式会社

東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 
（東京都港区浜松町二丁目11番３号）

6,967 1.58

メロンバンクエヌエートリーテ
イークライアントオムニバス（常
任代理人）株式会社三菱東京UFJ
銀行

ONE MELLON BANK CENTER, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA
（東京都千代田区丸の内二丁目７番１号）

5,539 1.26

大京グループ従業員持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目24番13号 5,420 1.23

ジェーピーモルガンチェースバン
ク385093（常任代理人）株式会社
みずほコーポレート銀行決済営業
部

125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ U.K.
（東京都中央区月島四丁目16番13号）

5,200 1.18

計 ― 218,881 49.76
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

（平成23年３月31日現在）

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式

第１種優先株式

―
「１(1)②発行済株式」の「内容」
の記載を参照

10,000,000

第２種優先株式

11,250,000

第４種優先株式

18,750,000

第７種優先株式

25,000,000

第８種優先株式

23,598,000

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

―
株主としての権利内容に制限のな
い、基準となる株式
単元株式数は1,000株普通株式　  3,388,000

完全議決権株式（その他） 普通株式　439,915,000 439,915
株主としての権利内容に制限のな
い、基準となる株式
単元株式数は1,000株

単元未満株式
普通株式　　2,034,738

― ―
第８種優先株式　　144

発行済株式総数 533,935,882― ―

総株主の議決権 ― 439,915 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が16,000株（議決権16個）含ま

れております。

２　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式518株および証券保管振替機構名義株式564株が含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

（平成23年３月31日現在）

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）
株式会社大京

東京都渋谷区千駄ヶ谷
四丁目24番13号

3,388,000― 3,388,000 0.63

計 ― 3,388,000― 3,388,000 0.63
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 平成17年６月28日

付与対象者の区分および人数（注）

当社の取締役および執行役　　　　　　　　　 12名

当社使用人　　　　　　　　　　　　　　　　550名

当社子会社等の取締役および監査役　　　　   20名

当社子会社等使用人　　　　　　　　　 　　 348名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)　新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の目的となる株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注)　新株予約権発行日（平成17年８月12日）現在で記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。
　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 27,394 4,277

当期間における取得自己株式 1,100 141
　

(注)　当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

引き受ける者の募集を行った取得
自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他
（単元未満株式の売渡し）

2,105 284 624 79

保有自己株式数 3,388,518 ― 3,388,994 ―
　

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りおよび売渡しによる株式数は含めておりません。

　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

 48/148



　

３ 【配当政策】

当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。配当の決定機関は取締役会で

あります。

株主に対する利益還元は、持続的な企業価値の向上と株主価値の増大を通して実施していくという基本

方針のもと、財務基盤の強化に向けて内部留保の充実、および中長期的に安定した配当を行ってまいりま

す。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績は着実に回復しておりますが、財務体質の一層の強化に

向けた内部留保の充実を優先させることとし、優先株式に対してのみ配当を実施いたしました。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

平成23年５月11日
取締役会

第１種優先株式 93

9.328
第２種優先株式 104

第４種優先株式 150 8.00

第７種優先株式 250

10.00
第８種優先株式 235

　

４ 【株価の推移】

(1) 普通株式

① 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
　

回次 第83期 第84期 第85期 第86期 第87期

決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高(円) 755 654 251 299 219

最低(円) 389 183 37 63 84

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　
② 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
10月

11月 12月
平成23年
１月

２月 ３月

最高(円) 142 147 171 187 182 162

最低(円) 103 115 139 161 153 84

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　
(2) 優先株式

①第１種優先株式

②第２種優先株式

③第４種優先株式

④第７種優先株式

⑤第８種優先株式

以上の各種優先株式は、いずれも金融商品取引所に上場されておりません。
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５ 【役員の状況】
　

(1) 取締役の状況

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 ― 善　積　義　行 昭和25年２月７日生

昭和47年４月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社）入社

(注)２
普通株式

16

平成15年６月 同社執行役

平成16年２月 オリックス・オート・リース株式会

社（現オリックス自動車株式会社）

代表取締役副社長

平成18年１月

 
オリックス株式会社執行役東京営業本

部長

平成18年８月 同社常務執行役

平成21年１月 オリックス信託銀行株式会社取締役副

社長

平成22年１月 オリックス・ファシリティーズ株式会

社代表取締役社長

平成23年６月 当社取締役兼執行役会長（現在）

取締役 ― 山　口　　　陽 昭和31年８月６日生

昭和54年４月 当社入社

(注)２
普通株式

91

平成10年７月 当社北関東支店長

平成11年６月 当社取締役

平成17年４月 当社取締役常務執行役員

平成17年６月 当社取締役兼常務執行役

平成19年６月 当社取締役兼専務執行役

平成20年10月 扶桑レクセル株式会社代表取締役社

長

平成22年６月当社取締役兼代表執行役社長（現

在）

取締役 ― 木　村　　　司 昭和34年12月23日生

平成元年１月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社）入社

(注)２
普通株式

3

平成19年７月 同社投資銀行本部副本部長

平成20年９月 当社業務執行役員

平成20年11月 当社専務執行役

平成21年６月 当社取締役兼専務執行役（現在）

平成23年４月当社グループ管理部門全般担当兼グ

ループ総務人事部管掌（現在）

取締役 ― 益　田　　　知 昭和23年６月３日生

昭和46年４月 当社入社

(注)２
普通株式

92

平成９年４月 当社専務取締役

平成13年６月大京管理株式会社（現株式会社大京ア

ステージ）専務取締役

平成16年６月同社代表取締役社長（現在）

平成22年６月当社取締役（現在）

取締役 ― 尾　﨑　輝　郎 昭和19年12月29日生

昭和43年４月 アーサーアンダーセン会計事務所入

社

(注)２
普通株式

－

昭和59年７月 英和監査法人代表社員

平成５年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監

査法人）代表社員

平成11年７月 同監査法人専務理事

平成14年１月 同監査法人副理事長

平成15年10月 尾﨑輝郎公認会計士事務所所長（現

在）

平成16年３月 キリンホールディングス株式会社社

外監査役（現在）

平成16年６月 東海ゴム工業株式会社社外監査役

（現在）

平成17年６月 当社取締役（現在）

平成18年１月 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行社外取

締役（現在）

取締役 ― 宮　原　　　明 昭和14年６月19日生

昭和46年４月 富士ゼロックス株式会社入社

(注)２
普通株式

－

平成４年１月 同社代表取締役社長

平成10年１月 同社代表取締役副会長

平成14年６月 同社相談役

平成15年５月 学校法人国際大学副理事長（現在）

平成17年６月 富士火災海上保険株式会社社外取締

役（現在）

平成18年６月 当社取締役（現在）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役 ― 西　名　弘　明 昭和19年９月18日生

昭和43年４月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社）入社

(注)２
普通株式

2

平成５年６月 同社取締役

平成11年４月 同社不動産事業本部長

平成21年３月 当社取締役（現在）

平成23年６月 オリックス株式会社取締役兼執行役副

会長（現在）

取締役 ― 半　林　　　亨 昭和12年１月７日生

昭和34年４月 日綿実業株式会社（旧ニチメン株式会

社）入社

(注)２
普通株式

－

平成元年４月 同社取締役

平成12年10月 同社代表取締役社長

平成14年５月 中華人民共和国陝西省高級経済顧問

（現在）

平成15年４月 ニチメン・日商岩井ホールディングス

株式会社（現双日株式会社）代表取締

役会長・ＣＥＯ

平成16年６月 ユニチカ株式会社社外監査役（現在）

平成17年６月 中華人民共和国黒龍江省高級経済顧問

（現在）

平成17年11月 株式会社ファーストリテイリング社外

取締役（現在）

平成19年６月 前田建設工業株式会社社外取締役（現

在）

平成23年６月 当社取締役（現在）

計 　
普通株式

205

　　 (注) １　取締役尾﨑輝郎、宮原明、西名弘明および半林亨の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役でありま

す。

２　取締役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の

時までであります。

３　当社は委員会設置会社であります。当社の委員会体制については次のとおりであります。

指名委員会 委員長 半林　　亨

　 委員 西名　弘明

　 委員 宮原　　明

　 委員 尾﨑　輝郎

　 委員 山口　　陽

監査委員会 委員長 尾﨑　輝郎

　 委員 半林　　亨

　 委員 西名　弘明

　 委員 宮原　　明

報酬委員会 委員長 宮原　　明

　 委員 尾﨑　輝郎

　 委員 半林　　亨

　 委員 西名　弘明

　 委員 山口　　陽
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(2) 執行役の状況

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

執行役会長 ― 善　積　義　行 昭和25年２月７日生 (1) 取締役の状況参照 (注)
普通株式

16

代表執行役
社長 ― 山　口　　　陽 昭和31年８月６日生 (1) 取締役の状況参照 (注)

普通株式
91

専務執行役

グループ管
理部門全般
担 当 兼 グ
ループ総務
人事部管掌

木　村　　　司 昭和34年12月23日生 (1) 取締役の状況参照 (注)
普通株式

3

常務執行役

商品企画部、
グループラ
イフクリエ
イ ト セ ン
ター、建設統
括部、東日本
事業部管掌

土　田　穰一郎 昭和20年１月25日生

昭和42年４月 海上自衛隊入隊

(注)
普通株式

71

平成３年７月 当社入社

平成８年７月 当社海外事業部長

平成11年６月 当社取締役

平成15年６月 当社常務執行役員

平成17年６月 当社常務執行役（現在）

平成23年４月 当社商品企画部、グループライフクリ

エイトセンター、建設統括部、東日本事

業部管掌（現在）

常務執行役

事業統括部、
グループ営
業推進部、業
務推進部、営
業管理部、不
動産活用推
進部、開発事
業部管掌

落　合　英　治 昭和36年１月14日生

昭和59年４月 当社入社

(注)
普通株式

42

平成14年６月 当社経営企画部長

平成16年６月 当社取締役執行役員

平成17年６月 当社執行役（現在）

平成23年４月 当社事業統括部、グループ営業推進部、

業務推進部、営業管理部、不動産活用推

進部、開発事業部管掌（現在）

執行役

グループ監
査部、グルー
プ内部統制
推進部、グ
ループ情報
システム部
管掌

前　川　悠　二 昭和26年10月22日生

昭和50年４月 オリエント・リース株式会社（現オ

リックス株式会社）入社

(注)
普通株式

1

平成21年５月同社法務・コンプライアンス部部長

平成21年６月当社執行役（現在）

平成21年６月当社グループ監査部、グループ内部統

制推進部、グループ情報システム部管

掌（現在）

執行役
グループ経
営企画部管
掌

髙　橋　英　丈 昭和46年１月13日生

平成５年４月 オリックス株式会社入社

(注)
普通株式

－

平成20年10月当社グループＣＥＯ補佐担当部長

平成21年４月当社業務執行役員

平成22年２月オリックス株式会社投資銀行本部事業

投資第１グループ長

平成22年６月当社業務執行役員

平成22年７月当社執行役（現在）

平成22年10月当社グループ経営企画部管掌（現在）

計 　
普通株式

225
　

　 (注)　執行役の任期は、平成23年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成24年３

月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、経営の健全性、透明性、効率性の向上という観点から最適なコーポレート・ガバナンスの構築を

目指しており、ガバナンス体制の一層の強化を目的として、平成17年６月開催の定時株主総会における承認

を経て、委員会等設置会社へ移行いたしました。

　この移行により、監督と業務執行を分離し、業務執行に対する牽制機能を強化する一方で、意思決定の迅速

化を図っております。

　また、コンプライアンス体制を拡充するなど、リスクマネジメントの強化にも取り組んでまいります。

　

①　会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

イ　コーポレート・ガバナンス体制の現況

＜取締役会＞

取締役会は、提出日現在、取締役８名（うち社外取締役４名）で構成されており、当社の重要事項

を決定し、執行役の職務執行状況を監督しております。当事業年度において取締役会は合計７回開催

されました。全７回の取締役会における取締役の出席率は94.7％でした。

　
＜指名委員会＞

指名委員会は、提出日現在、取締役５名（うち社外取締役４名）で構成されており、会社法で定め

る株主総会に提出する取締役候補者を決定する権限を有するほか、執行役、代表執行役、ＣＥＯ等の

人選に関して審議する権限を有しております。当事業年度において指名委員会は合計３回開催され

ました。全３回の委員会における委員の出席率は94.4％でした。

　
＜監査委員会＞

監査委員会は、提出日現在、取締役４名（うち社外取締役４名）で構成されており、代表執行役社

長からの業務執行に関する概況報告、グループ監査部管掌役員からの内部監査の結果および内部統

制全般に関する報告、会計監査人からの会計監査に関する報告等が行われ、必要に応じて調査等を指

示できる体制を整える等、連携を図っております。これらにより、執行役の業務執行および会社の内

部統制について評価を行っております。当事業年度において監査委員会は合計７回開催されました。

全７回の委員会における委員の出席率は89.3％でした。

　なお、監査委員である尾﨑輝郎氏は、公認会計士の資格を有しており、会計および財務に関する相当

程度の知見を有しているものであります。また、監査委員である宮原明氏は、長年にわたり、富士フイ

ルム株式会社および富士ゼロックス株式会社において経理・財務業務に従事しており、会計および

財務に関する相当程度の知見を有しているものであります。

　
＜報酬委員会＞

報酬委員会は、提出日現在、取締役５名（うち社外取締役４名）で構成されており、会社法で定め

る取締役および執行役の報酬に関する方針を決定する権限、各取締役および執行役の個人別の報酬

額を決定する権限を有しております。当事業年度において報酬委員会は合計５回開催されました。全

５回の委員会における委員の出席率は93.3％でした。
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＜グループ経営会議等＞

グループの業務執行に係る重要事項については、多面的な検討を経るために、執行役等により構成

されるグループ経営会議において審議、決定を行うこととしております（開催頻度　原則月１回）。

また、当社の不動産開発事業における重要な案件についても同様に、執行役等により構成される事業

審査会議において審議、決定を行うこととしております（開催頻度　原則週１回）。

　なお、事業および業務に係るリスク管理体制につきましては、当会議において各リスクの現状を分

析・把握し、その対応について検討を行っております。

　

ロ　コンプライアンスへの取組み状況

当社は、平成14年６月に「コンプライアンス室事務局」を設置し、平成14年11月には全グループを対象

とした「コンプライアンス相談窓口」を設けて、法令違反等の未然防止に努めております。さらに、個人

情報保護法の遵守体制整備などを目的として、平成17年２月に「コンプライアンス部（現：グループ内

部統制推進部）」を設置し、啓蒙・監視機能を高めることによりコンプライアンス体制の推進を図って

おります。

　

ハ　リスク管理体制の状況

当社は、業務上のリスクを不動産市場リスク、事業リスク、災害リスク等に識別・管理し、グループ内部

統制推進部が、各リスク所管部所からの報告およびモニタリングを通じて管理方法を統括するとともに、

リスク管理上の情報を代表執行役社長および監査委員会に定期的かつ必要に応じて報告し、改善等の提

案を行う体制をとっております。

　

ニ　内部監査体制の状況

内部監査担当部門であるグループ監査部（平成23年４月１日現在、所属16名）が業務監査を計画的に

実施し、監査結果を監査委員会へ報告しております。また、必要に応じて監査委員会が、監査委員会事務局

やグループ監査部へ調査を指示できる等の連携体制を整え、被監査部門に対し改善事項の指摘、指導を行

うなど、内部統制の有効性の向上に努めております。

　

ホ　会計監査の状況

当社は、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査についての監査契約を有限責任あず

さ監査法人と締結し、定期的監査のほか会計上の課題について適宜協議、確認し、適正な会計処理に努め

ております。同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利

害関係はありません。

　当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成については

以下のとおりです。

　（業務を執行した公認会計士の氏名）

　　　指定有限責任社員　業務執行社員　：　宮裕、貞廣篤典

　（会計監査業務に係る補助者の構成）

　　　公認会計士12名、会計士補等23名、その他６名
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ヘ　社外取締役との関係

社外取締役 ４名

　社外取締役は、当社のその他の取締役と人的関係を有しておりません。

社外取締役西名弘明氏は、オリックス㈱の取締役兼執行役副会長であり、同社との関係は「第一部　企

業情報　第１　企業の概況　４　関係会社の状況」、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　５　経営上の重要

な契約等」および「第一部　企業情報　第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(7)　大株主の状況」に記

載のとおりであります。社外取締役尾﨑輝郎氏は㈱三菱東京ＵＦＪ銀行の社外取締役であり、当社は㈱三

菱東京ＵＦＪ銀行から資金借入等を行っております。社外取締役宮原明氏は、富士火災海上保険㈱の社外

取締役であり、当社は富士火災海上保険㈱から資金借入等を行っております。その他の社外取締役は、当

社との間に特に利害関係はありません。社外取締役の株式保有状況については、「第一部　企業情報　第４

　提出会社の状況　５　役員の状況」に記載してあります。

　社外取締役は、その経験を通じて培われたそれぞれの専門的な知識、経験を当社の経営に活かすために

意見、助言する役割を果たしており、この役割を果たすことを選任における要件としております。また、社

外取締役の当社からの独立性につきましては、過去または現在における当社および当社の特定関係事業

者の業務執行者経験、過去における当社および当社の特定関係事業者から多額の金銭その他財産の受領

および将来の受領予定、当社および当社の特定関係事業者の業務執行者と配偶者または三親等以内の親

族関係のいずれにおいても事実関係のないことをもって、独立性の確保の判断としています。

　なお、当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役との間で会社法第423条第１項の取締役の損害

賠償責任を限定する旨の契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める限度額

となります。

　

ト　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

　また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

　

チ　剰余金の配当等の決定機関

当社は、今後、弾力的な配当等の実施を可能とするために、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定め

る事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によっ

て定めることとする旨を定款に定めております。

　

リ　株主総会および種類株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件、および会社法第324条第２項に定める

種類株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主

総会および種類株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会および種類株主総

会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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ヌ　取締役の定数

当社の取締役は３名以上とする旨を定款に定めております。

　

ル　取締役および執行役の責任免除

当社は、取締役および執行役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第

426条第１項の規程により、取締役会の決議によって同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を

含む。）および執行役（執行役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除するこ

とができる旨を定款に定めております。

　

ヲ　議決権制限株式

当社は、自己資本の増強を図る一方、普通株式数の増加による希薄化を最大限抑制するため、会社法第

108条第１項第３号に定める内容（いわゆる議決権制限）について普通株式と異なる定めをした議決権

のない第１種優先株式、第２種優先株式、第４種優先株式、第７種優先株式および第８種優先株式を発行

しております。

　ただし、第１種優先株式については、期末配当において第１種優先株主が優先的配当を受ける旨の報告

事項または議案が定時株主総会に提出されないときはその総会から、その議案が定時株主総会において

否決されたときはその総会の終結のときから期末配当において優先的配当を受ける旨の取締役会または

定時株主総会の決議がある時まで、議決権を有するものとしております。
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当社の業務執行・監督および内部統制の仕組みの模式図は、以下のとおりであります。
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② 役員の報酬等

イ　提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

　(単位　百万円)

区分 人員数 固定報酬 業績連動型報酬 株価連動型報酬 退職慰労金 合計

取締役（社内） 7名 6 ― ― ― 6

取締役（社外） 4名 19 ― 2 ― 21

執行役 13名 168 ― 22 1 193

合計 24名 194 ― 25 1 221

　 （注）１　執行役兼務取締役６名の報酬は、取締役（社内）および執行役それぞれの報酬に区分して表示して

おります。なお、執行役兼務取締役の人員数は、取締役（社内）および執行役の双方に含めて記載

しております。

２　株価連動型報酬については、当事業年度中における取締役（社外）３名のポイント式株価連動退職

慰労引当金2百万円および執行役８名のポイント式株価連動退職慰労引当金10百万円を含んでお

ります。なお、当事業年度におけるポイント式株価連動退職慰労引当金は、当事業年度末日在任役

員が保有する株式ポイントに、当事業年度末日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社

東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値平均を乗じて算出した金額から、前事

業年度末日におけるポイント式株価連動退職慰労引当金について同様に算出した金額との差額を

記載しております。

３　当事業年度に退任した執行役に対し、上記退職慰労金のほか、在任期間中に引当てたポイント式株

価連動退職慰労引当金から退職慰労金として23百万円を支給しております。また、前事業年度に退

任した執行役に対し、在任期間中に引当てたポイント式株価連動退職慰労引当金から退職慰労金

として18百万円を支給しております。

４　上記の金額には、使用人兼務執行役の使用人給与相当額は含まれておりません。

　

ロ　提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

　

ハ　役員の報酬等の額の決定に関する方針

１．報酬体系

当社の取締役および執行役の報酬体系は、中長期的な株主価値の増大を達成するために、当期の業

績のみならず、中長期的な成果も重視することとしており、これらを勘案し、報酬がインセンティブ

として有効に機能することを方針としております。また、報酬額の決定にあたっては、従業員の給与

水準および役員報酬の世間水準とのバランスを考慮し、同業他社と比較しても優位な人材を確保・

維持できる水準としております。

２．報酬の構成

報酬は、固定報酬、業績連動型報酬および株価連動型報酬の３つから構成いたしております。

　業績連動型報酬は、連結会社業績に応じて決定し、支給いたします。 

　株価連動型報酬は、毎月の固定報酬に上乗せし役員持株会への拠出金とするものおよびポイント式

株価連動退職慰労金から構成いたしております。

　

③　株式の保有状況

イ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当する株式はありません。
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ロ  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び

保有目的

該当する株式はありません。

　

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式

　

　

前事業年度
(百万円)

当事業年度
(百万円)

貸借対照表
計上額の合計額

貸借対照表
計上額の合計額

受取配当金
の合計額

売却損益
の合計額

評価損益
の合計額

非上場株式 97 145 2 ― ―

非上場株式以外の株式 998 770 22 118 ―

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 105 17 111 4

連結子会社 40 ― 43 ―

計 146 17 154 4

　

② 【その他重要な報酬の内容】

記載すべき事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター

の作成業務であります。

当連結会計年度

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、コンフォートレター

の作成業務であります。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の事業規模

の観点から合理的監査日数等を総合的に勘案し決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表および財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則

に基づき、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づ

き、当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて

作成しております。

　

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成

22年３月31日まで）および前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の連結財務諸表お

よび財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成22年４月１日から平成

23年３月31日まで）および当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の連結財務諸表お

よび財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

　なお、あずさ監査法人は、平成22年７月１日付で有限責任監査法人に移行したことにより、名称が有限責任 

あずさ監査法人に変更されました。

　

　

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入

し、会計基準設定主体等の行う各種セミナーに参加しております。

　

　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

 60/148



１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 65,259 92,548

受取手形及び売掛金 9,151 10,305

有価証券 ※1
 140

※1
 30

販売用不動産 ※1, ※4
 36,835

※1, ※4
 27,752

仕掛販売用不動産 ※1
 107,414

※1
 108,700

開発用不動産 ※1, ※5
 63,284

※1, ※5
 32,163

その他のたな卸資産 1,401 1,562

繰延税金資産 3,467 4,394

その他 9,515 8,574

貸倒引当金 △192 △73

流動資産合計 296,276 285,958

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,470 5,558

減価償却累計額 △3,296 △3,290

建物及び構築物（純額） 2,173 2,268

土地 9,679 9,338

その他 2,114 2,103

減価償却累計額 △1,611 △1,669

その他（純額） 502 434

有形固定資産合計 12,355 12,041

無形固定資産

のれん ※6
 12,820

※6
 11,993

その他 1,093 1,261

無形固定資産合計 13,913 13,255

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2
 1,370

※1, ※2
 1,594

繰延税金資産 1,030 372

その他 ※1
 6,128

※1
 6,299

貸倒引当金 △618 △437

投資その他の資産合計 7,910 7,829

固定資産合計 34,179 33,126

資産合計 330,456 319,085
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 46,097 38,845

短期借入金 ※1
 40,949

※1
 40,411

コマーシャル・ペーパー － 4,000

1年内償還予定の社債 17,500 13,000

未払法人税等 1,170 742

前受金 10,600 16,762

賞与引当金 1,207 1,364

その他 13,550 13,930

流動負債合計 131,076 129,057

固定負債

社債 13,000 10,000

長期借入金 ※1
 89,253

※1
 72,786

退職給付引当金 2,802 3,617

役員退職慰労引当金 334 222

その他 6,622 6,679

固定負債合計 112,012 93,304

負債合計 243,089 222,362

純資産の部

株主資本

資本金 41,171 41,171

資本剰余金 38,098 38,098

利益剰余金 9,243 18,631

自己株式 △1,311 △1,315

株主資本合計 87,201 96,586

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 197 171

為替換算調整勘定 △31 △34

その他の包括利益累計額合計 165 136

純資産合計 87,367 96,723

負債純資産合計 330,456 319,085
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業収入 318,356 295,374

営業原価 ※1
 281,829

※1
 255,958

売上総利益 36,527 39,415

販売費及び一般管理費 ※2
 27,428

※2
 25,817

営業利益 9,098 13,597

営業外収益

受取利息 54 37

受取配当金 26 43

違約金収入 320 151

ローン事務手数料 209 200

その他 453 431

営業外収益合計 1,064 864

営業外費用

支払利息 2,610 2,694

その他 1,193 988

営業外費用合計 3,803 3,683

経常利益 6,359 10,779

特別利益

固定資産売却益 ※3
 2

※3
 42

投資有価証券売却益 28 128

貸倒引当金戻入額 37 58

新株予約権戻入益 83 －

事業分離における移転利益 92 －

その他 4 －

特別利益合計 248 229

特別損失

固定資産売却損 ※4
 7

※4
 9

固定資産除却損 ※5
 139

※5
 94

退職給付制度改定損 1,151 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 234

その他 90 22

特別損失合計 1,389 360

税金等調整前当期純利益 5,218 10,647

法人税、住民税及び事業税 1,081 1,135

法人税等調整額 △2,170 △240

法人税等合計 △1,088 894

少数株主損益調整前当期純利益 － 9,752

当期純利益 6,307 9,752
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【連結包括利益計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 9,752

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △26

為替換算調整勘定 － △2

その他の包括利益合計 － ※2
 △29

包括利益 － ※1
 9,723

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 9,723

少数株主に係る包括利益 － －
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 32,063 41,171

当期変動額

新株の発行 9,108 －

当期変動額合計 9,108 －

当期末残高 41,171 41,171

資本剰余金

前期末残高 43,485 38,098

当期変動額

新株の発行 9,108 －

欠損填補 △14,495 －

自己株式の処分 △0 △0

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

当期変動額合計 △5,387 －

当期末残高 38,098 38,098

利益剰余金

前期末残高 △11,558 9,243

当期変動額

欠損填補 14,495 －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,307 9,752

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

当期変動額合計 20,802 9,388

当期末残高 9,243 18,631

自己株式

前期末残高 △1,307 △1,311

当期変動額

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △4 △3

当期末残高 △1,311 △1,315

株主資本合計

前期末残高 62,682 87,201

当期変動額

新株の発行 18,216 －

欠損填補 － －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,307 9,752

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 0 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 24,518 9,384

当期末残高 87,201 96,586
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 89 197

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

108 △26

当期変動額合計 108 △26

当期末残高 197 171

為替換算調整勘定

前期末残高 △34 △31

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

2 △2

当期変動額合計 2 △2

当期末残高 △31 △34

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 54 165

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

111 △29

当期変動額合計 111 △29

当期末残高 165 136

新株予約権

前期末残高 83 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83 －

当期変動額合計 △83 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 62,820 87,367

当期変動額

新株の発行 18,216 －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,307 9,752

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 △29

当期変動額合計 24,546 9,355

当期末残高 87,367 96,723
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 5,218 10,647

減価償却費 557 554

貸倒引当金の増減額（△は減少） △345 △292

のれん償却額 822 827

受取利息及び受取配当金 △80 △81

支払利息 2,610 2,694

投資有価証券売却損益（△は益） △28 △128

固定資産除売却損益（△は益） 144 61

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 234

事業分離における移転利益 △92 －

売上債権の増減額（△は増加） △199 △1,154

前受金の増減額（△は減少） △2,017 6,162

たな卸不動産の増減額（△は増加） 32,540 40,503

仕入債務の増減額（△は減少） △28,915 △7,251

預り金の増減額（△は減少） △4,446 △395

預り保証金の増減額（△は減少） △307 △447

その他 1,543 99

小計 7,003 52,031

利息及び配当金の受取額 80 80

利息の支払額 △2,620 △2,686

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,549 △1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,913 48,416

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △224 △177

有形固定資産の売却による収入 161 413

無形固定資産の取得による支出 △159 △337

無形固定資産の売却による収入 0 －

資産除去債務の履行による支出 － △56

有価証券の売却及び償還による収入 5 140

投資有価証券の取得による支出 △3 △549

投資有価証券の売却及び償還による収入 127 382

関係会社株式の売却による収入 98 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 ※2

 △761 －

定期預金の預入による支出 △0 －

貸付けによる支出 △20 △11

貸付金の回収による収入 45 44

事業移転による収入 ※3
 191 －

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △540 △152
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,819 △505

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減
少）

－ 4,000

長期借入れによる収入 56,949 33,336

長期借入金の返済による支出 △69,639 △49,836

社債の発行による収入 － 9,925

社債の償還による支出 △12,795 △17,500

リース債務の返済による支出 △17 △19

長期未払金の返済による支出 － △3

自己株式の取得による支出 △67 △4

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △3 △365

株式の発行による収入 18,045 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,708 △20,971

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,332 27,289

現金及び現金同等物の期首残高 67,577 65,245

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 65,245

※1
 92,534
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

　

項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 イ　連結子会社の数　　 12社

連結子会社は、「第１　企業の概

況　４　関係会社の状況」に記載し

ているため、省略しております。

なお、㈱Ｊ・ＣＯＭＳについて

は株式取得により、連結子会社と

なりました。

 

イ　連結子会社の数　　 11社

連結子会社は、「第１　企業の概

況　４　関係会社の状況」に記載し

ているため、省略しております。

なお、前連結会計年度まで連結

子会社に含めておりました㈱グラ

ンマスターズは、会社を清算した

ため、連結の範囲から除外してお

ります。

 
　 ロ　主要な非連結子会社の名称

エル・レジデンス・ドス合同会社

 

ロ　主要な非連結子会社の名称

　主要な非連結子会社はありませ

ん。

 
　 ハ　非連結会社について連結の範囲か

ら除いた理由

非連結子会社の総資産、営業収

入、当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見

合う額）等は、連結財務諸表に重

要な影響をおよぼしていないた

め、連結の範囲から除外しており

ます。

 

ハ　非連結会社について連結の範囲か

ら除いた理由

同左

２　持分法の適用に関する事

項

イ　持分法適用会社の数　　 ―社

 
イ　持分法適用会社の数　　 ―社

　 ロ　主要な持分法非適用会社の名称

エル・レジデンス・ドス合同会社

 

ロ　主要な持分法非適用会社の名称

　主要な持分法非適用会社はあり

ません。

 
　 ハ　持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、それぞれ

当期純損益および利益剰余金等に

与える影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性が乏しいため、

持分法の適用から除外しておりま

す。

 

ハ　持分法を適用しない理由

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち、台湾大京股?有

限公司の決算日は12月31日でありま

す。

　なお、連結財務諸表の作成にあたりま

しては、連結子会社の決算日現在の財

務諸表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引について連結上必要

な調整を行っております。

　

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項
 

イ　重要な資産の評価基準および評価

方法

　①　有価証券

　　ａ　満期保有目的の債券

償却原価法

　　ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定。）

イ　重要な資産の評価基準および評価

方法

　①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

　　ｂ　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

同左

　 　　　　時価のないもの

　移動平均法による原価法

　　　　時価のないもの

同左
　 ②　販売用不動産、仕掛販売用不動

産、開発用不動産およびその他

のたな卸資産

個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算

定。）
 

②　販売用不動産、仕掛販売用不動

産、開発用不動産およびその他

のたな卸資産

同左

　 ロ　重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　①　有形固定資産（リース資産を除

く。）

主として定率法

　ただし、建物（建物附属設備を

含む。）については、一部を除き

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物及び構築物　　 ３～60年

ロ　重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　①　有形固定資産（リース資産を除

く。）

同左

　 　②　無形固定資産（リース資産を除

く。）

定額法

なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。

　②　無形固定資産（リース資産を除

く。）

同左

　 ③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

　なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース

取引開始日が平成20年３月31日

以前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりま

す。

 

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産　

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　 ハ　重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しており

ます。

ハ　重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

　 　②　賞与引当金

従業員への賞与支給に充てる

ため、支給見込額基準方式によ

り計上しております。

②　賞与引当金

同左

　 ③　退職給付引当金

従業員への退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費

用処理しておりますが、過去勤

務債務は、主として発生時に一

括処理をしております。

　また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５～

８年）による定額法により、そ

れぞれ発生した翌連結会計年度

から費用処理しております。

③　退職給付引当金

従業員への退職給付に備える

ため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務および年金資産

の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費

用処理しておりますが、過去勤

務債務は、主として発生時に一

括処理をしております。

　また、数理計算上の差異は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５～

８年）による定額法により、そ

れぞれ発生した翌連結会計年度

から費用処理しております。

　 （会計方針の変更）

当連結会計年度より、「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）（企業会計基準第19号　平成20

年７月31日）を適用しております。

　なお、これによる営業利益、経常利

益および税金等調整前当期純利益へ

の影響はありません。

（追加情報）

当社および一部の連結子会社は、

平成22年６月１日に退職給付制度の

一部について確定拠出年金制度へ移

行するため、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）および「退職

給付制度間の移行等の会計処理に関

する実務上の取扱い」（実務対応報

告第２号）を適用し、当連結会計年

度において、退職給付制度改定損

1,151百万円を特別損失に計上して

おります。

 

　

　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

 71/148



　
　

項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　 ④　役員退職慰労引当金

役員および業務執行役員への

退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しておりま

す。

 

④　役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支給に

備えるため、内規に基づく連結

会計年度末要支給額を計上して

おります。

（追加情報）

当社および一部の連結子会社は、

業務執行役員等に対する役員退職慰

労金制度を、平成23年３月31日を

もって廃止いたしました。これに伴

い、退職時の支給予定額97百万円に

ついて、固定負債の「その他」に含

めて計上しております。

 
　 ニ　重要な収益及び費用の計上基準

　①　完成工事高及び完成工事原価の計

上基準

　　　　当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認めら

れる工事（工期がごく短期間の

ものを除く。）については工事

進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用して

おります。

（会計方針の変更）

請負工事に係る収益の計上基準に

ついては、従来、工事完成基準を適用

しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15

号　平成19年12月27日）および「工

事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号

　平成19年12月27日）を当連結会計

年度より適用し、当連結会計年度に

着手した工事契約から、当連結会計

年度末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事（工期が

ごく短期間のものを除く。）につい

ては工事進行基準を、その他の工事

については工事完成基準を適用して

おります。

　なお、当連結会計年度においては工

事進行基準を適用しているものがな

いため、これによる営業収入、営業利

益、経常利益および税金等調整前当

期純利益への影響はありません。

 

ニ　重要な収益及び費用の計上基準

　①　完成工事高及び完成工事原価の計

上基準

　　　　当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認めら

れる工事（工期がごく短期間の

ものを除く。）については工事

進行基準を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用して

おります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　 ホ　　　　　───── ホ　のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、14～20年間で均等

償却しております。

　なお、平成22年４月１日前に行

われた企業結合等により発生し

た負ののれんは、20年間で均等

償却しております。

　 ヘ　　　　　───── へ　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能

な預金および容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期的な投資からなっ

ております。

　 ト　その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

　①　消費税等の会計処理方法

　　　　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

ト　その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

　①　消費税等の会計処理方法

同左

　 　②　連結納税制度の適用

　　　　連結納税制度を適用しておりま

す。

 

　②　連結納税制度の適用

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

 

─────

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、14～20年間

で均等償却しております。

 

─────

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヵ月以内に償還期限

の到来する短期的な投資からなってお

ります。

 

─────
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

　

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

─────

 

 

 

 

 

─────

 
 

（資産除去債務に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。

  これにより、当連結会計年度の営業利益は57百万円、経

常利益は1百万円、税金等調整前当期純利益は252百万円

それぞれ減少しております。

 

（企業結合に関する会計基準等）

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年

12月26日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号　平成20年12月26日）を適用しております。
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【表示方法の変更】

　

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において費目別に区分掲記しておりま

した「販売費及び一般管理費」については、連結損益計

算書の一覧性および明瞭性を高めるため、当連結会計年

度より「販売費及び一般管理費」として一括掲記し、そ

の主要な費目及び金額を注記する方法に変更しておりま

す。

なお、当連結会計年度において、販売費及び一般管理費

を従来の方法により区分掲記した場合の費目別の金額は

次のとおりであります。

　 百万円

広告宣伝費 7,097

支払手数料 2,193

給料手当及び賞与 8,732

賞与引当金繰入額 378

退職給付費用 516

役員退職慰労引当金繰入額 75

賃借料 1,496

減価償却費 286

その他 6,652

販売費及び一般管理費合計 27,428

　 　

また、前連結会計年度において区分掲記しておりまし

た営業外費用の「違約金損失」については、当連結会計

年度において重要性がなくなったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度の営業外費用の「その他」に含

まれる「違約金損失」は134百万円であります。

 

（連結損益計算書）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づ

き、財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

21年３月24日　内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損

益調整前当期純利益」の科目で表示しております。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めて表示しておりました「預り

金の増減額（△は減少）」については、重要性が増した

ため、当連結会計年度において区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含まれる「預り金の増減額（△は

減少）」は4,240百万円であります。

 

─────

　

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

───── 　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」およ

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」および「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

　
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

※１　これらの資産のうち担保に供している資産と担保

付債務は次のとおりであります。

※１　これらの資産のうち担保に供している資産と担保

付債務は次のとおりであります。

イ　担保に供している資産

　 百万円

販売用不動産 5,842

仕掛販売用不動産 74,332

開発用不動産 43,371

その他（投資その他の資産） 1,382

計 124,929

上記以外に「有価証券」140百万円、「投資有

価証券」141百万円および投資その他の資産

「その他」249百万円を営業保証供託金等とし

て差し入れております。

 

イ　担保に供している資産

　 百万円

販売用不動産 7,782

仕掛販売用不動産 86,883

開発用不動産 22,226

その他（投資その他の資産） 1,352

計 118,245

上記以外に「有価証券」30百万円、「投資有

価証券」107百万円および投資その他の資産

「その他」521百万円を住宅瑕疵担保履行法に

基づく保証供託金および営業保証供託金として

差し入れております。

ロ　上記に対する担保付債務　

　 百万円

短期借入金 16,258

長期借入金 77,059

計 93,317

 

ロ　上記に対する担保付債務　

　 百万円

短期借入金 28,164

長期借入金 63,734

計 91,898

　　　なお、仕掛販売用不動産5,604百万円および開発用不

動産6,304百万円については、担保提供および資産譲

渡等に一定の制限条項が設定されており、当該資産

に対する債務は9,679百万円であります。

 

　　　なお、仕掛販売用不動産2,594百万円については、担保

提供および資産譲渡等に一定の制限条項が設定され

ており、当該資産に対する債務は1,040百万円であり

ます。

※２　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

　 百万円

投資有価証券（株式） 3

 

※２　非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

　 百万円

投資有価証券（株式） 3

３　保証債務

　 百万円

顧客住宅ローンに関する抵当
権設定登記完了までの金融機
関および住宅金融専門会社等
に対する連帯保証債務

37,548

 

３　保証債務

　 百万円

顧客住宅ローンに関する抵当
権設定登記完了までの金融機
関および住宅金融専門会社等
に対する連帯保証債務

43,028
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　 前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

※４　販売用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション完成商品 25,636

その他販売用不動産 11,198

計 36,835

 

※４　販売用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション完成商品 19,222

その他販売用不動産 8,529

計 27,752

※５　開発用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション素材土地勘定 58,904

その他開発用不動産 4,379

計 63,284

 

※５　開発用不動産の内訳

内訳（百万円）

マンション素材土地勘定 32,161

その他開発用不動産 1

計 32,163

※６　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

　 百万円

のれん 13,430

負ののれん 610

差引 12,820

　

※６　のれん及び負ののれんの表示

　のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。

相殺前の金額は次のとおりであります。

　 百万円

のれん 12,563

負ののれん 570

差引 11,993
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（連結損益計算書関係）

　

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

　 百万円

営業原価 6,710

 

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

　 百万円

営業原価 8,184

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおり

であります。

　 百万円

広告宣伝費 7,097

支払手数料 2,193

給料手当及び賞与 8,732

賞与引当金繰入額 378

退職給付費用 516

役員退職慰労引当金繰入額 75

 

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおり

であります。

　 百万円

広告宣伝費 5,467

支払手数料 1,953

給料手当及び賞与 8,421

賞与引当金繰入額 458

退職給付費用 884

役員退職慰労引当金繰入額 49

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物及び構築物 0

土地 2

その他 0

計 2

 

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物及び構築物 △2

土地 44

計 42

※４　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物及び構築物 1

土地 0

その他 5

計 7

 

※４　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物及び構築物 0

土地 8

その他 0

計 9

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物及び構築物 108

その他 31

計 139

 

※５　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物及び構築物 57

その他 36

計 94
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（連結包括利益計算書関係）

　

当連結会計年度(自平成22年４月１日  至平成23年３月31日)

　

※１　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

　 百万円

親会社株主に係る包括利益 6,418

少数株主に係る包括利益 ―

計 6,418

　
※２　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

　 百万円

その他有価証券評価差額金 108

為替換算調整勘定 2

計 111
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）
　

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

　普通株式 345,387,73899,950,000 ― 445,337,738

　第１種優先株式 10,000,000 ― ― 10,000,000

　第２種優先株式 11,250,000 ― ― 11,250,000

　第４種優先株式 18,750,000 ― ― 18,750,000

　第７種優先株式 25,000,000 ― ― 25,000,000

　第８種優先株式 23,598,144 ― ― 23,598,144

合計 433,985,88299,950,000 ― 533,935,882

自己株式 　 　 　 　

　普通株式 3,336,130 28,342 1,243 3,363,229

合計 3,336,130 28,342 1,243 3,363,229
　

（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加99,950,000株は、公募増資に伴う新株の発行による増加92,900,000株、第

三者割当増資に伴う新株の発行による増加7,050,000株であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の増加28,342株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

３　普通株式の自己株式の株式数の減少1,243株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

　

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月12日
取締役会

第１種優先株式

利益剰余金

100
10.08

平成22年３月31日平成22年６月４日第２種優先株式 113

第４種優先株式 150 8.00
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当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）
　

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式 　 　 　 　

　普通株式 445,337,738 ― ― 445,337,738

　第１種優先株式 10,000,000 ― ― 10,000,000

　第２種優先株式 11,250,000 ― ― 11,250,000

　第４種優先株式 18,750,000 ― ― 18,750,000

　第７種優先株式 25,000,000 ― ― 25,000,000

　第８種優先株式 23,598,144 ― ― 23,598,144

合計 533,935,882 ― ― 533,935,882

自己株式 　 　 　 　

　普通株式 3,363,229 27,394 2,105 3,388,518

合計 3,363,229 27,394 2,105 3,388,518
　

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加27,394株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２　普通株式の自己株式の株式数の減少2,105株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

　

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月12日
取締役会

第１種優先株式 100
10.08

平成22年３月31日 平成22年６月４日第２種優先株式 113

第４種優先株式 150 8.00

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年５月11日
取締役会

第１種優先株式

利益剰余金

93
9.328

平成23年３月31日平成23年６月３日

第２種優先株式 104

第４種優先株式 150 8.00

第７種優先株式 250
10.00

第８種優先株式 235
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在）

　 百万円

現金及び預金勘定 65,259

預金期間が３ヵ月を超える
定期預金

△14

現金及び現金同等物 65,245

 

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年３月31日現在）

　 百万円

現金及び預金勘定 92,548

預金期間が３ヵ月を超える
定期預金

△14

現金及び現金同等物 92,534

※２　株式の取得により連結子会社となった会社の資産

および負債の主な内訳　

　　（㈱Ｊ・ＣＯＭＳ）

　 百万円

流動資産 2,029

固定資産 310

　資産合計 2,339

流動負債 758

固定負債 2

　負債合計 760

 

─────

※３　事業の譲渡等により減少した資産および負債の主

な内訳　

　　（㈱大京リアルド　駐車場事業）

　 百万円

流動資産 7

固定資産 127

　資産合計 134

流動負債 10

固定負債 25

　負債合計 35

 

─────
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（リース取引関係）

　

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　ファイナンス・リース取引

    所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　（借主）

　(1)　リース資産の内容

　・有形固定資産

主として、事務用機器（工具、器具及び備品）で

あります。

１　ファイナンス・リース取引

    所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　（借主）

　(1)　リース資産の内容

　・有形固定資産

同左

　・無形固定資産

ソフトウエアであります。

　・無形固定資産

同左

　(2)　リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 

　(2)　リース資産の減価償却の方法

同左

　なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりであり

ます。

　なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりであり

ます。

　　（借主）

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
その他
(車両運搬具)

3 1 1

有形固定資産
その他
(工具、器具及
び備品)

792 587 204

無形固定資産
その他

185 112 73

合計 980 701 279

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

　　（借主）

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

有形固定資産
その他
(車両運搬具)

3 2 0

有形固定資産
その他
(工具、器具及
び備品)

418 350 68

無形固定資産
その他

148 105 42

合計 569 458 111

同左

②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年以内 171

１年超 108

合計 279

②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年以内 86

１年超 25

合計 111

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額

百万円

支払リース料 318

減価償却費相当額 318

③　支払リース料及び減価償却費相当額

百万円

支払リース料 171

減価償却費相当額 171

　④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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　 前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（借主）

　百万円

１年以内 711

１年超 4,612

合計 5,324

 

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（借主）

　百万円

１年以内 704

１年超 3,967

合計 4,672

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（貸主）

百万円

１年以内 531

１年超 4,873

合計 5,404

 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（貸主）

百万円

１年以内 531

１年超 4,341

合計 4,873
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（金融商品関係）

　

前連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日）

（追加情報）

　当連結会計年度より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適

用しております。

　
１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主にマンション事業を行うために必要な資金を金融機関からの借入や社債発行等

により調達しております。また、一時的な余資については安全性の高い金融商品で運用しております。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客および取引先の信用リスクに晒されております。当該

リスクに関しては、相手先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、回収遅延債権について定

期的な報告を求め、回収懸念の早期把握によりリスク軽減を図っております。

有価証券および投資有価証券は主に満期保有目的の債券および事業において関連する企業の株式

であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体

の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、保有状況を継続的に見直し

ております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

借入金および社債は主にマンション事業に係る資金調達であり、借入金の償還日は決算日後、最長

で３年半後、社債は２年後であります。

　これら営業債務、借入金および社債は、流動性リスクを伴っておりますが、当社グループでは、資金繰

計画を作成、適宜見直すことにより、当該リスクを管理しております。

　
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２  金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません

（（注）２参照）。
(単位：百万円)

　
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 65,259 65,259 ―

(2) 受取手形及び売掛金 9,151　 　

　　貸倒引当金(※) △57　 　

　 9,093 9,093 ―

(3) 有価証券および投資有価証券　 　 　

  ①  満期保有目的の債券 296 300 4

  ②  その他有価証券 1,024 1,024 ―

資産計 75,673 75,677 4

(1) 支払手形及び買掛金 46,097 46,097 ―

(2) 短期借入金 40,949 40,772 △176

(3) １年内償還予定の社債 17,500 16,586 △913

(4) 社債 13,000 11,394 △1,605

(5) 長期借入金 89,253 89,085 △168

負債計 206,799 203,936 △2,863

 (※)  受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

　
（注）１　金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

　資  産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 有価証券および投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格および業界団体が公表する売買参考統計値によっておりま

す。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照くだ

さい。

　負  債

(1) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(2) 短期借入金および(5) 長期借入金

これらのうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいため、当該帳簿価額によっております。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額を、同様の新規借入

において想定される利率で割引いた現在価値によっております。
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(3) １年内償還予定の社債および(4) 社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

　
　　　２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 189百万円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(3) 有価証券および投資有価証券」には含めておりません。

　
　　　３　金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

   (単位：百万円)

　 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 65,259 ― ― ―

受取手形及び売掛金 9,151 ― ― ―

有価証券および投資有価証券 　 　 　 　

  満期保有目的の債券（国債） 140 85 75 ―

計 74,550 85 75 ―

　
４　社債および長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後の返済予定額につい

ては、連結附属明細表「社債明細表」および「借入金等明細表」をご参照ください。
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当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日）

　
１  金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主にマンション事業を行うために必要な資金を金融機関からの借入や社債発行等

により調達しております。また、一時的な余資については安全性の高い金融商品で運用しております。

　
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客および取引先の信用リスクに晒されております。当該

リスクに関しては、相手先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、回収遅延債権について定

期的な報告を求め、回収懸念の早期把握によりリスク軽減を図っております。

有価証券および投資有価証券は主に満期保有目的の債券および事業において関連する企業の株式

であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体

の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、保有状況を継続的に見直し

ております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

借入金および社債は主にマンション事業に係る資金調達であり、借入金の償還日は決算日後、最長

で４年８ヵ月後、社債は１年11ヵ月後であります。

　これら営業債務、借入金および社債は、流動性リスクを伴っておりますが、当社グループでは、資金繰

計画を作成、適宜見直すことにより、当該リスクを管理しております。

　
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条

件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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２  金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであ

ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません

（（注）２参照）。
   (単位：百万円)

　
連結貸借対照表
計上額

時価 差額

(1) 現金及び預金 92,548 92,548 ―

(2) 受取手形及び売掛金 10,305　 　

　　貸倒引当金(※) △45　 　

　 10,260 10,260 ―

(3) 有価証券および投資有価証券　 　 　

  ①  満期保有目的の債券 156 159 2

  ②  その他有価証券 791 791 ―

資産計 103,756 103,759 2

(1) 支払手形及び買掛金 38,845 38,841 △4

(2) 短期借入金 40,411 40,404 △6

(3) コマーシャル・ペーパー 4,000 4,000 ―

(4) １年内償還予定の社債 13,000 12,944 △55

(5) 社債 10,000 9,991 △8

(6) 長期借入金 72,786 72,732 △53

負債計 179,042 178,914 △128

 (※)  受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

　
（注）１　金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

資  産

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。

(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。

(3) 有価証券および投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格および業界団体が公表する売買参考統計値によっておりま

す。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照くだ

さい。

負  債

(1) 支払手形及び買掛金および(3) コマーシャル・ペーパー

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

おります。ただし、これらのうち、決済日が決算日後１年超のものについては、その将来キャッシュ・

フローを当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率で割引いた現在価値によっておりま

す。
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(2) 短期借入金および(6) 長期借入金

これらのうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後

大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額にほぼ等しいため、当該帳簿価額によっております。

固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借入金の元利金の合計額を、同様の新規借入

において想定される利率で割引いた現在価値によっております。

(4) １年内償還予定の社債および(5) 社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。

　
　　　２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 (単位：百万円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 177

匿名組合出資金 499

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(3) 有価証券および投資有価証券」には含めておりません。

　
　　　３　金銭債権および満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

   (単位：百万円)

　 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

現金及び預金 92,548 ― ― ―

受取手形及び売掛金 10,305 ― ― ―

有価証券および投資有価証券 　 　 　 　

  満期保有目的の債券（国債） 30 125 5 ―

計 102,884 125 5 ―

　
４　社債および長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後の返済予定額につい

ては、連結附属明細表「社債明細表」および「借入金等明細表」をご参照ください。
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（有価証券関係）

　

前連結会計年度（平成22年３月31日現在）

　

１　満期保有目的の債券
　

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの

　 　 　

国債・地方債等 286 290 4

小計 286 290 4

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの

　 　 　

国債・地方債等 10 10 ―

小計 10 10 ―

合計 296 300 4

　

２　その他有価証券
　

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　 　 　

　　株式 1,024 722 301

合計 1,024 722 301

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）
　

区分
売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 127 28 ―

合計 127 28 ―

　

４　減損処理を行った有価証券（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）
　

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について28百万円減損処理を行っておりま

す。

減損処理にあたっては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に、当該時価の回復可能性を考慮

し、必要と認められる額について減損処理を行っております。
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当連結会計年度（平成23年３月31日現在）

　

１　満期保有目的の債券
　

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの

　 　 　

国債・地方債等 156 159 2

合計 156 159 2

　

２　その他有価証券
　

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

　 　 　

株式 770 504 266

小計 770 504 266

連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

　 　 　

株式 21 24 △3

小計 21 24 △3

合計 791 528 262

　

３　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）
　

区分
売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 382 128 ―

合計 382 128 ―
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（デリバティブ取引関係）
　

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）および当連結会計年度（自平成22年４月１

日　至平成23年３月31日）

デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

　
　
（退職給付関係）
　

１　採用している退職給付制度の概要

当社および主な国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、適格退職年金制度

および退職一時金制度を、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度等を設けております。

なお、当社および一部の連結子会社は、平成22年６月１日付で適格退職年金制度を廃止し、退職一時金制

度、確定給付企業年金制度および確定拠出年金制度へ移行いたしました。

　
２　退職給付債務に関する事項

（単位　百万円）

　
前連結会計年度

（平成22年３月31日）

当連結会計年度

（平成23年３月31日）

イ 退職給付債務 △12,365 △9,136

ロ 年金資産 6,239 3,300

ハ 未積立退職給付債務（イ＋ロ） △6,125 △5,835

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 543 434

ホ 未認識数理計算上の差異 2,848 2,045

ヘ 未認識過去勤務債務 △66 △53

ト 連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △2,800 △3,408

チ 前払年金費用 2 208

リ 退職給付引当金（ト－チ） △2,802 △3,617

　

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

　
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

（注）１　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しております。

　 （注）１　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用しております。

　 ２　当社および一部の連結子会社において、退職
一時金制度における給付水準減額の制度変
更が行われたことにより、過去勤務債務（債
務の減額）が発生しております。

　 　 　

　 ３　適格退職年金制度から確定拠出年金制度への
移行に伴う影響額は次のとおりであります。

　 百万円

退職給付債務の減少 160

会計基準変更時差異の未処理額 △77

未認識数理計算上の差異 △1,235

未認識過去勤務債務 0

退職給付引当金の増加 △1,151

　 　

また、確定拠出年金制度への資産移換予定額
は3,407百万円であり、平成22年８月に全額
移換する予定であります。
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３　退職給付費用に関する事項

（単位　百万円）

　
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

イ 勤務費用 826 634

ロ 利息費用 209 171

ハ 期待運用収益 △140 △71

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 124 108

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 1,064 548

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 △1,026 △12

ト 退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 1,057 1,378

チ 確定拠出年金制度への移行に伴う損益（特別損失） 1,151 ―

リ その他 16 242

ヌ 計（ト＋チ＋リ） 2,226 1,621

　

　 前連結会計年度
（平成22年３月31日）

　
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

（注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ　勤務費用」に計上しておりま
す。

　 （注）１　簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ　勤務費用」に計上しておりま
す。

　 ２　「リ　その他」は、確定拠出年金制度への掛金
支払額であります。

　 　 ２　「リ　その他」は、確定拠出年金制度への掛金
支払額等であります。

　
４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　

　
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

ロ 割引率 1.8％ 同左

ハ 期待運用収益率 3.0％ 同左

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 主に発生時に一括処理 同左

ホ 数理計算上の差異の処理年数 5年～8年 同左

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年 同左
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（ストック・オプション等関係）
　

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）
　

１　当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。 　
　

２　権利不行使による失効により利益として計上した額

新株予約権戻入益 83百万円
　

３　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1)　ストック・オプションの内容

　 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役および執行役  12名

当社使用人 550名

当社子会社等の取締役および監査役  20名

当社子会社等使用人 348名

株式の種類別のストック・オプションの付与数
（注）１

普通株式　5,466,000株

付与日 平成17年８月12日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 　

権利行使期間 平成19年６月29日から平成27年６月28日まで　  （注）２

（注）１　株式数に換算して記載しております。
２　新株予約権の行使の条件については、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)　新株予約権等の状況
　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（注）４」に記載してお
ります。

　

　 平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役および執行役  13名

当社使用人 275名

当社子会社等の取締役および監査役  21名

当社子会社等使用人 110名

株式の種類別のストック・オプションの付与数
（注）１

普通株式　3,081,000株

付与日 平成18年８月22日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 　

権利行使期間 平成20年６月29日から平成28年６月28日まで　  （注）２

（注）１　株式数に換算して記載しております。
２　新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社もしくは当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行
役員または使用人のいずれの地位も、自己の都合により失っていないことを要することとします。ただ
し、任期満了による退任、定年、子会社等への転籍あるいは会社都合による退職等、正当な理由によって
失った場合については、失った日または平成20年６月29日のいずれか遅いほうの日から１年を経過して
いない場合に限り行使できるものとします。

(2) 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社または当社子会社等の取締役、執行役、監査役、執行役
員または使用人のいずれの地位についても、会社法その他日本の法令または海外の法令もしくは当社ま
たは当社子会社等が定める社内規程に規定される欠格事由、解任事由もしくは解職事由が生じておらず、
かつ当該法令の違反もしくは社内規程の重大な違反に該当する行為がないことを要することとします。
ただし、当社が、当該新株予約権者のこれまでの当社または当社子会社等の業績向上への貢献度、当該事
由、行為の内容もしくはその治癒または解消の状況を考慮し、当該新株予約権の行使を認めるのが相当と
判断した場合にはこの限りではありません。
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(3) 新株予約権者は、いかなる場合においても新株予約権について質入、譲渡担保の設定その他の担保に供す
る等いかなる処分も行わないものとします。

(4) 新株予約権者およびその相続人は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に従い、新
株予約権を行使するものとします。

(5) 新株予約権者が前記(1)ないし(4)に定める新株予約権行使の条件のいずれかを充たさなくなった場合、
当該新株予約権者の有する新株予約権は会社法第287条に従い消滅するものとします。

　
　(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　①　ストック・オプションの数

　 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利確定前 　 　

　期首（株） ― ―

　付与（株） ― ―

　失効（株） ― ―

　権利確定（株） ― ―

　未確定残（株） ― ―

権利確定後 　 　

　期首（株） 4,708,000 309,000

　権利確定（株） ― ―

　権利行使（株） ― ―

　失効（株） 507,000 309,000

　未行使残（株） 4,201,000 ―

（注）１　株式数に換算して記載しております。
２　平成18年ストック・オプションは当割当を受けた一部の対象者からの放棄の申出等により、対象者の有す
る全ての新株予約権は消滅しております。

　

　　②　単価情報

　 平成17年ストック・オプション 平成18年ストック・オプション

権利行使価格（円） 387 586

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な評価単価（円） ― 269.02

（注）　平成22年１月25日を払込期日とする普通株式の一般募集による増資に伴い、平成22年１月26日より平成17年
ストック・オプションの１株当たりの行使価額を387円（調整前行使価額390円）、および平成18年ストッ
ク・オプションの１株当たりの行使価額を586円（調整前行使価額591円）に調整しています。

　

４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

　

１　当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。 　
　

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1)　ストック・オプションの内容

　 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役および執行役  12名

当社使用人 550名

当社子会社等の取締役および監査役  20名

当社子会社等使用人 348名

株式の種類別のストック・オプションの付与数
（注）１

普通株式　5,466,000株

付与日 平成17年８月12日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 　

権利行使期間 平成19年６月29日から平成27年６月28日まで　  （注）２

（注）１　株式数に換算して記載しております。
２　新株予約権の行使の条件については、「第４　提出会社の状況　１　株式等の状況　(2)　新株予約権等の状況
　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（注）４」に記載してお
ります。

　
　(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　①　ストック・オプションの数

　 平成17年ストック・オプション

権利確定前 　

　期首（株） ―

　付与（株） ―

　失効（株） ―

　権利確定（株） ―

　未確定残（株） ―

権利確定後 　

　期首（株） 4,201,000

　権利確定（株） ―

　権利行使（株） ―

　失効（株） 209,000

　未行使残（株） 3,992,000

（注）　株式数に換算して記載しております。
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　　②　単価情報

　 平成17年ストック・オプション

権利行使価格（円） 387

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価単価（円） ―

　

３　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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（税効果会計関係）

　
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　　百万円

　減損損失 3,884

　たな卸不動産評価損 1,965

　貸倒引当金 251

　退職給付引当金 1,142

　連結子会社評価差額金 300

　繰越欠損金 63,483

　その他 2,279

繰延税金資産小計 73,308

評価性引当額 △68,611

繰延税金資産合計 4,696

繰延税金負債 　

　その他有価証券評価差額金 105

　その他 102

繰延税金負債合計 207

繰延税金資産の純額 4,489

　 　

なお、当連結会計年度末残高4,489百万円は、流動資

産「繰延税金資産」に3,467百万円、固定資産「繰延税

金資産」に1,030百万円、および流動負債「その他」に

8百万円計上しております。

 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　　百万円

　減損損失 3,603

　退職給付引当金 1,431

　繰越欠損金 62,036

　その他 2,700

繰延税金資産小計 69,772

評価性引当額 △64,797

繰延税金資産合計 4,975

繰延税金負債 　

　その他有価証券評価差額金 93

　その他 136

繰延税金負債合計 230

繰延税金資産の純額 4,745

　 　

なお、当連結会計年度末残高4,745百万円は、流動資

産「繰延税金資産」に4,394百万円、固定資産「繰延税

金資産」に372百万円、および固定負債「その他」に21

百万円計上しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

法定実効税率 40.7

（調整） 　

　交際費等永久に損金に算入され
　ない項目

2.1

　受取配当金等永久に益金に算入
　されない項目

△4.5

　住民税均等割 2.0

　のれん償却額 6.4

　連結納税による影響額 △3.8

　評価性引当額 △62.5

　その他 △1.3

　税効果会計適用後の法人税等の
　負担率

△20.9

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

法定実効税率 40.7

（調整） 　

　交際費等永久に損金に算入され
　ない項目

0.6

　住民税均等割 1.0

　のれん償却額 3.2

　連結納税による影響額 △1.5

　評価性引当額 △35.8

　その他 0.2

　税効果会計適用後の法人税等の
　負担率

8.4
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（企業結合等関係）
　

　前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）
　

　　（共通支配下の取引等）
　

１　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名

称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称　 ㈱大京のエンジニアリング事業

事業の内容　 立体駐車場装置の開発・製造および据付、プラント設備の施工など

(2) 企業結合の法的形式

当社を吸収分割会社、㈱扶桑エンジニアリングを吸収分割承継会社とする吸収分割

(3) 結合後企業の名称

㈱扶桑エンジニアリング

(4) 取引の目的を含む取引の概要

平成21年３月１日付で扶桑レクセル㈱を吸収合併した際に承継した立体駐車装置事業におけるこ

れまでの成長の過程を踏まえ、独立した事業展開によって「扶桑」ブランドによる事業推進体制を構

築し、より一層競争力を強化することを目的として、平成21年３月25日に締結した分割契約書に基づ

き、平成21年６月１日付で、当社を吸収分割会社、㈱扶桑エンジニアリングを吸収分割承継会社とする

吸収分割を行ったものであります。

　
２　実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日公表分）および「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成19年11月15日

公表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

　
（パーチェス法の適用）

　

１　被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後企業の名称及び取得した議決権比率

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

名　　　称　 ㈱Ｊ・ＣＯＭＳ

事業の内容　 マンション管理、ビル管理、修繕工事の設計・監理・コンサルタント及び請負、

　　　　　　　 保険代理店業務など

(2) 企業結合を行った主な理由

当社グループのマンション管理戸数の拡大、大規模修繕工事等における顧客層の拡大、ノウハウの

相互活用によるビジネスチャンス拡大、そして取引先ネットワークの共有化によるコストダウンの実

現といったシナジー効果を見込んでおり、当社グループのストック事業の収益力強化と安定収益基盤

の拡大を図ることを目的としております。

(3) 企業結合日

平成21年４月30日

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

㈱大京
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(6) 取得した議決権比率

100％

　
２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成21年４月30日から平成22年３月31日まで

　
３　被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 　

　　現金及び預金 2,299百万円

取得に直接要した支出 　

　　株式の取得価格の算定業務に係る報酬等 18百万円

取得原価 2,318百万円

　
４　発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) のれんの金額　　　 740百万円

(2) 発生原因

企業結合時の時価純資産が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。

(3) 償却方法及び償却期間

14年間で均等償却

　
５　企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 2,029百万円

固定資産 310百万円

資産合計 2,339百万円

流動負債 758百万円

固定負債 2百万円

負債合計 760百万円

　
６　企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該連結会計年度以降の会計処理方針

該当事項はありません。

　
７　取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名

該当事項はありません。

　
８　企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に

及ぼす影響の概算額

営業収入 353百万円

営業利益 18百万円

経常利益 18百万円

当期純利益 76百万円

概算額は、企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された営業収入および損

益情報と取得企業の連結損益計算書における営業収入および損益情報との差額であります。また、企

業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとし、償却額を算定しており

ます。

　なお、当該影響額については、監査証明を受けておりません。
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　当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）
　

　該当事項はありません。

　

　
（資産除去債務関係）

　

当連結会計年度末（平成23年３月31日）
　

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　
　
（賃貸等不動産関係）

　

前連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日）

（追加情報）

当連結会計年度より「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第20号  平成

20年11月28日）および「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第23号  平成20年11月28日）を適用しております。
　

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）
　

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

前へ

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

102/148



（セグメント情報等）

　

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

　
不動産
販売事業
(百万円)

不動産
管理事業
(百万円)

不動産
仲介事業
(百万円)

請負工事
事業
(百万円)

その他
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　 　 　 　

　　売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

198,53960,1668,35940,50110,789318,356― 318,356

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 235 65 1,525 634 2,460(2,460)―

計 198,53960,4028,42442,02711,424320,817(2,460)318,356

　　営業費用 200,61054,8437,04238,5788,942310,018(760)309,257

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

△2,0705,5581,3813,4482,48110,799(1,700)9,098

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

　 　 　 　 　 　 　 　

　　資産 279,24726,0895,78810,1539,842331,122(665)330,456

　　減価償却費 209 195 48 35 68 557 ― 557

　　資本的支出 81 187 29 70 38 407 ― 407

(注) １　事業区分の方法および各区分の主な内容

事業区分は事業内容を勘案して、次のとおり分類しております。

不動産販売……マンションおよび土地・建物等の販売

不動産管理……マンションおよびオフィスビル等の管理

不動産仲介……不動産の売買仲介

請負工事………マンション修繕工事等の請負

その他…………マンションおよびオフィスビル等の賃貸ならびに賃貸管理、マンションの入居者向けサー

ビス等

２　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,581百万円であり、その主なもの

は、連結財務諸表提出会社の一般管理部門に係る費用であります。

３　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,050百万円であり、その主なものは、連結財務諸

表提出会社での余資運用資金（預金および有価証券）、投資資金（投資有価証券）等であります。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計に占める「本邦」の割合がいず

れも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。

　当社グループは、商品・サービス別に事業活動を行うグループ各社で構成されており、グループ各社は

取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　したがって、当社グループは、グループ各社を基礎とした商品・サービス別の事業セグメントから構成

されており、「不動産開発事業」、「不動産管理事業」および「不動産流通事業」の３つを報告セグメン

トとしております。

「不動産開発事業」は、マンションの開発・分譲およびそれに附帯する事業を行っております。「不動

産管理事業」は、マンション・ビル等の管理および修繕工事等の請負ならびにマンションの入居者向け

サービス等を行っております。「不動産流通事業」は、不動産の売買仲介および買取販売ならびにマン

ション・ビル等の賃貸・賃貸管理を行っております。

　

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。セグメント間の内部売上高および振替高は市場

実勢価格に基づいております。
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　
前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

（単位：百万円）

　
不動産開発
事業

不動産管理
事業

不動産流通
事業

その他
（注）１

調整額
（注）２

連結
財務諸表
計上額
（注）３

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 194,41099,695 19,761 4,489 ― 318,356

セグメント間の内部売上高
又は振替高

421 1,151 89 830 △2,493 ―

計 194,832100,84619,851 5,319 △2,493 318,356

セグメント利益 285 9,397 601 506 △1,692 9,098

セグメント資産 284,14743,446 18,006 2,987△18,130330,456

その他の項目 　 　 　 　 　 　

減価償却費 219 251 78 7 ― 557

のれん償却額 45 686 90 ― ― 822

支払利息 2,752 0 93 4 △239 2,610

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

82 250 53 21 ― 407

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング事業を含んでお

ります。

２　調整額は、以下のとおりであります。

（1）セグメント利益の調整額△1,692百万円には、セグメント間取引消去888百万円および各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,581百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

（2）セグメント資産の調整額△18,130百万円には、セグメント間取引消去△19,181百万円および各報告セグメン

トに配分していない全社資産1,050百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しな

い余資運用資金（預金および有価証券）、投資資金（投資有価証券）等であります。

３　セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

（単位：百万円）

　
不動産開発
事業

不動産管理
事業

不動産流通
事業

その他
（注）１

調整額
（注）２

連結
財務諸表
計上額
（注）３

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 168,046102,55320,144 4,630 ― 295,374

セグメント間の内部売上高
又は振替高

313 1,193 73 778 △2,359 ―

計 168,360103,74620,218 5,408 △2,359 295,374

セグメント利益 6,616 7,868 208 480 △1,576 13,597

セグメント資産 274,53643,461 15,096 2,954△16,964319,085

その他の項目 　 　 　 　 　 　

減価償却費 205 268 68 11 ― 554

のれん償却額 45 691 90 ― ― 827

支払利息 2,879 0 100 0 △286 2,694

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

352 542 200 7 ― 1,102

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、エンジニアリング事業を含んでお

ります。

２　調整額は、以下のとおりであります。

（1）セグメント利益の調整額△1,576百万円には、セグメント間取引消去△56百万円および各報告セグメントに

配分していない全社費用△1,519百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。

（2）セグメント資産の調整額△16,964百万円には、セグメント間取引消去△17,834百万円および各報告セグメン

トに配分していない全社資産869百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない

余資運用資金（預金および有価証券）、投資資金（投資有価証券）等であります。

３　セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。

　

（追加情報）

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。
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【関連情報】

当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

１  製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　
２  地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　
(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　
３  主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

（単位：百万円）

　
不動産開発
事業

不動産管理
事業

不動産流通
事業

その他 全社・消去 合計

(のれん) 　 　 　 　 　 　

当期償却額 58 715 93 ― ― 866

当期末残高 755 10,349 1,458 ― ― 12,563

(負ののれん) 　 　 　 　 　 　

当期償却額 12 24 3 ― ― 39

当期末残高 195 342 32 ― ― 570

（注）　負ののれんおよび負ののれん償却額は、連結財務諸表上はのれんおよびのれん償却額とそれぞれ相殺しておりま

す。

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）および当連結会計年度（自平成22年４月

１日　至平成23年３月31日）

　　 該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）
　

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
  至　平成23年３月31日）

　 　

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　 116円67銭 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　 136円78銭
　 　

１株当たり当期純利益金額　　　　   　　 16円52銭 １株当たり当期純利益金額　　　　   　　 20円18銭
　 　

潜在株式調整後

  １株当たり当期純利益金額　               8円21銭　　

　

潜在株式調整後

  １株当たり当期純利益金額　              11円45銭　　

　
　 　

　

（注） １株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
  至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益                       （百万円）6,307 9,752

普通株主に帰属しない金額　　　 　（百万円） 364 834

（うち優先配当額） （364） （834）

普通株式に係る当期純利益　　　 　（百万円） 5,943 8,918

普通株式の期中平均株式数　　　　 　　（株） 359,820,990 441,962,796

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益調整額　　　　　　　 　（百万円） 364 834

（うち優先配当額） （364） （834）

普通株式増加数　　　　　　　　　 　　（株） 408,495,575 409,581,563

（うち優先株式） （408,495,575） （409,581,563）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式の概要

新株予約権 （注）１
4,201個

   （普通株式  　4,201千株）

新株予約権 （注）２
3,992個

   （普通株式  　3,992千株）

（注）１　平成17年６月28日付株主総会の特別決議に基づく新株予約権4,201個（普通株式4,201千株）であります。

２  平成17年６月28日付株主総会の特別決議に基づく新株予約権3,992個（普通株式3,992千株）であります。

　

（重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）および当連結会計年度（自平成22年４月

１日　至平成23年３月31日）

　　 該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

利率
（％）

担保 償還期限

提出会社 第２回無担保普通社債 平成19年３月12日 13,000
13,000
(13,000)

1.88無担保 平成24年３月12日

同上 第３回無担保普通社債 平成19年９月25日 17,500 ― 1.44同上 平成22年９月24日

同上 第４回無担保普通社債 平成22年９月22日 ― 5,0003.17同上 平成24年９月21日

同上 第５回無担保普通社債 平成23年２月４日 ― 5,0002.42同上 平成25年２月４日

合計 ― ― 30,500
23,000
(13,000)

― ― ―

（注）１　当期末残高の(　)内は内書きであり、１年以内の償還予定額であります。

２　連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
　

１年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

13,000 10,000 ― ― ―

　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 4,934 2,943 1.59 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 36,015 37,468 1.63 ―

１年以内に返済予定のリース債務 16 29 2.25 ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く)

89,253 72,786 1.86
平成24年４月27日～
平成27年11月30日

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く)

41 77 2.25
平成24年４月１日～
平成30年３月31日

その他の有利子負債
コマーシャル・ペーパー
（１年以内）

― 4,000 0.70 ―

合計 130,260 117,304 ― ―

（注）１　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金およびリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定

額は以下のとおりであります。
　

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 33,903 34,472 ― 4,410

リース債務 30 21 14 10

　

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債および純資産の合

計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しております。
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(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報

　
第１四半期

(自平成22年４月１日
　至平成22年６月30日)

第２四半期
(自平成22年７月１日
　至平成22年９月30日)

第３四半期
(自平成22年10月１日
  至平成22年12月31日)

第４四半期
(自平成23年１月１日
  至平成23年３月31日)

営業収入　(百万円) 51,626 77,490 56,295 109,961

税金等調整前四半期

純利益金額

　　　　 （百万円)

728 3,845 831 5,242

四半期純利益金額
　　　　　(百万円)

50 3,261 533 5,907

１株当たり四半期
純利益金額　　(円)

0.11 7.38 1.21 11.48
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 47,710 80,420

受取手形 281 －

売掛金 233 39

販売用不動産 ※1, ※3
 29,863

※1, ※3
 21,682

仕掛販売用不動産 ※1, ※3
 107,419

※1, ※3
 108,700

開発用不動産 ※1, ※3
 63,282

※1, ※3
 32,161

その他のたな卸資産 3 －

前渡金 2,075 510

前払費用 2,342 3,462

繰延税金資産 2,522 3,420

短期貸付金 ※4
 6,397 －

未収入金 ※4
 4,602 3,995

その他 1,717 3,858

貸倒引当金 △222 △42

流動資産合計 268,230 258,211

固定資産

有形固定資産

建物 4,306 4,204

減価償却累計額 △2,611 △2,537

建物（純額） 1,695 1,666

構築物 45 42

減価償却累計額 △31 △29

構築物（純額） 13 12

機械及び装置 44 35

減価償却累計額 △37 △33

機械及び装置（純額） 7 1

工具、器具及び備品 510 499

減価償却累計額 △319 △319

工具、器具及び備品（純額） 190 179

土地 9,208 9,204

リース資産 31 43

減価償却累計額 △9 △15

リース資産（純額） 22 27

有形固定資産合計 11,137 11,093
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

無形固定資産

のれん 606 560

ソフトウエア 248 352

その他 113 107

無形固定資産合計 967 1,019

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 1,171

※1
 1,490

関係会社株式 25,389 25,389

従業員に対する長期貸付金 83 58

破産更生債権等 367 278

長期前払費用 655 490

繰延税金資産 279 401

その他 ※1
 2,653

※1
 2,895

貸倒引当金 △369 △277

投資損失引当金 △3,582 △3,783

投資その他の資産合計 26,650 26,945

固定資産合計 38,755 39,058

資産合計 306,985 297,269

負債の部

流動負債

支払手形 35,229 25,934

買掛金 129 325

工事未払金 2,970 4,053

短期借入金 ※1, ※4
 13,134

※1, ※4
 14,903

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 36,015

※1
 36,928

1年内償還予定の社債 17,500 13,000

コマーシャル・ペーパー － 4,000

リース債務 6 8

未払金 683 1,155

未払費用 2,331 2,403

未払法人税等 142 131

前受金 9,173 14,818

預り金 4,521 4,171

賞与引当金 391 461

資産除去債務 － 31

その他 180 323

流動負債合計 122,408 122,650
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

固定負債

社債 13,000 10,000

長期借入金 ※1
 89,253

※1
 71,996

リース債務 17 20

退職給付引当金 1,373 1,878

役員退職慰労引当金 182 118

資産除去債務 － 54

その他 1,143 548

固定負債合計 104,970 84,617

負債合計 227,379 207,268

純資産の部

株主資本

資本金 41,171 41,171

資本剰余金

資本準備金 33,462 33,462

資本剰余金合計 33,462 33,462

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 6,093 16,507

利益剰余金合計 6,093 16,507

自己株式 △1,311 △1,315

株主資本合計 79,415 89,826

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 191 174

評価・換算差額等合計 191 174

純資産合計 79,606 90,000

負債純資産合計 306,985 297,269
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

営業収入

不動産売上高 191,699 165,695

完成工事高 709 －

賃貸収入 968 774

その他の事業収入 1,454 1,890

営業収入合計 194,832 168,360

営業原価

不動産売上原価 ※1
 173,445

※1
 144,680

完成工事原価 587 －

賃貸原価 351 255

その他の原価 110 35

営業原価合計 174,495 144,971

売上総利益 20,336 23,388

販売費及び一般管理費 ※2
 22,608

※2
 18,283

営業利益又は営業損失（△） △2,272 5,105

営業外収益

受取利息 146 112

受取配当金 ※3
 5,878

※3
 5,224

その他 ※3
 1,757 678

営業外収益合計 7,782 6,015

営業外費用

支払利息 2,076 2,381

社債利息 675 467

その他 917 866

営業外費用合計 3,669 3,714

経常利益 1,840 7,406

特別利益

投資有価証券売却益 － 118

貸倒引当金戻入額 94 87

投資損失引当金戻入額 468 －

新株予約権戻入益 83 －

その他 25 11

特別利益合計 671 217

特別損失

固定資産除却損 ※4
 61

※4
 41

関係会社株式評価損 103 －

退職給付制度改定損 733 －

投資損失引当金繰入額 － 201

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 25

その他 59 22

特別損失合計 958 291

税引前当期純利益 1,553 7,332

法人税、住民税及び事業税 △2,998 △2,435

法人税等調整額 △1,914 △1,011

法人税等合計 △4,913 △3,446

当期純利益 6,466 10,778
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【営業原価明細書】

①　不動産売上原価明細書

　

　
前事業年度

（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　用地費 　 53,384 30.8 48,638 33.6

Ⅱ　外注費 　 107,87562.2 77,203 53.4

Ⅲ　労務費 　 3,036 1.8 2,352 1.6

Ⅳ　経費 　 5,073 2.9 5,122 3.5

Ⅴ　購入販売用不動産 　 4,076 2.3 11,363 7.9

不動産売上原価 　 173,445100 144,680100

（注）１　原価計算の方法は、プロジェクト別原価計算によっております。

２　購入販売用不動産は、一括仕入による土地付マンションの販売原価であります。

３　上記金額には、収益性の低下による簿価切下額（前事業年度5,890百万円、当事業年度7,198百万円）が含まれ

ております。

　
②　完成工事原価明細書

　

　
前事業年度

（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 　 91 15.6 ― ―

Ⅱ　外注費 　 330 56.2 ― ―

Ⅲ　労務費 　 0 0.1 ― ―

Ⅳ　経費 　 164 28.1 ― ―

完成工事原価 　 587 100 ― ―

（注）　原価計算の方法は、個別原価計算によっております。

　
③　賃貸原価明細書

　

　
前事業年度

（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　経費 　 　 　 　 　 　 　

　　　租税公課 　 88　 　 53　 　

　　　水道光熱費 　 72　 　 55　 　

　　　維持管理費 　 70　 　 56　 　

　　　減価償却費 　 7　 　 6　 　

　　　賃借料 　 51　 　 46　 　

　　　その他 　 61 351100.0 37 255100.0

　　賃貸原価 　 　 351100　 255100
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④　その他の原価明細書

　

　
前事業年度

（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　仕入 　 96 87.0 35 98.4

Ⅱ　その他 　 14 13.0 0 1.6

その他の原価 　 110 100 35 100
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 32,063 41,171

当期変動額

新株の発行 9,108 －

当期変動額合計 9,108 －

当期末残高 41,171 41,171

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 38,849 33,462

当期変動額

新株の発行 9,108 －

準備金から剰余金への振替 △14,495 －

当期変動額合計 △5,387 －

当期末残高 33,462 33,462

その他資本剰余金

前期末残高 － －

当期変動額

欠損填補 △14,495 －

自己株式の処分 △0 △0

準備金から剰余金への振替 14,495 －

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 38,849 33,462

当期変動額

新株の発行 9,108 －

欠損填補 △14,495 －

自己株式の処分 △0 △0

準備金から剰余金への振替 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 0 0

当期変動額合計 △5,387 －

当期末残高 33,462 33,462
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 22,000 －

当期変動額

別途積立金の取崩 △22,000 －

当期変動額合計 △22,000 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金

前期末残高 △36,495 6,093

当期変動額

欠損填補 14,495 －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,466 10,778

会社分割による減少 △372 －

別途積立金の取崩 22,000 －

利益剰余金から資本剰余金への振
替

△0 △0

当期変動額合計 42,588 10,413

当期末残高 6,093 16,507

利益剰余金合計

前期末残高 △14,495 6,093

当期変動額

欠損填補 14,495 －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,466 10,778

会社分割による減少 △372 －

別途積立金の取崩 － －

利益剰余金から資本剰余金への振替 △0 △0

当期変動額合計 20,588 10,413

当期末残高 6,093 16,507

自己株式

前期末残高 △1,307 △1,311

当期変動額

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △4 △3

当期末残高 △1,311 △1,315

株主資本合計

前期末残高 55,110 79,415

当期変動額

新株の発行 18,216 －

欠損填補 － －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,466 10,778

会社分割による減少 △372 －

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 0 0

利益剰余金から資本剰余金への振替 － －

当期変動額合計 24,305 10,410

当期末残高 79,415 89,826
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

当事業年度
(自 平成22年４月１日
　至 平成23年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 83 191

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

107 △16

当期変動額合計 107 △16

当期末残高 191 174

評価・換算差額等合計

前期末残高 83 191

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

107 △16

当期変動額合計 107 △16

当期末残高 191 174

新株予約権

前期末残高 83 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83 －

当期変動額合計 △83 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 55,277 79,606

当期変動額

新株の発行 18,216 －

剰余金の配当 － △364

当期純利益 6,466 10,778

会社分割による減少 △372 －

自己株式の取得 △5 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 △16

当期変動額合計 24,329 10,394

当期末残高 79,606 90,000
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【重要な会計方針】

　

項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

１　有価証券の評価基準およ

び評価方法

イ　満期保有目的の債券

　　　償却原価法

　

イ　満期保有目的の債券

同左

　 ロ　子会社株式

　　　移動平均法による原価法

　

ロ　子会社株式

同左

　 ハ　その他有価証券

　　　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定。）

ハ　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　 　同左

　 　　　時価のないもの

移動平均法による原価法

 

　　　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準お

よび評価方法

イ　販売用不動産、仕掛販売用不動産、

開発用不動産およびその他のた

な卸資産

個別法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算

定。）

 

イ　販売用不動産、仕掛販売用不動産、

開発用不動産およびその他のた

な卸資産

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

イ　有形固定資産（リース資産を除

く。）

  定率法

  ただし、建物（建物附属設備を

含む。）については、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物　　　　　　　　　３～60年

 

イ　有形固定資産（リース資産を除

く。）

同左

　 ロ　無形固定資産（リース資産を除

く。）

　　　定額法

　なお、自社利用のソフトウエアに

ついては社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用

しております。　

 

ロ　無形固定資産（リース資産を除

く。）

同左
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

　 ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によってお

ります。

　なお、所有権移転外ファイナンス

・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

　

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産　

同左

　 ニ　投資その他の資産（長期前払費用

およびその他）

　　　均等償却

 

ニ　投資その他の資産（長期前払費用

およびその他）

同左

４　繰延資産の処理方法 イ　株式交付費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

 

ロ　　　　　─────

 
 

イ　　　　　─────

 

 
ロ　社債発行費

　支出時に全額費用処理しており

ます。

 
５　引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に

備えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

 

イ　貸倒引当金

同左

　 ロ　投資損失引当金

　関係会社への投資に係る損失に

備えるため、その財政状態等を勘

案して必要額を計上しておりま

す。

 

ロ　投資損失引当金

同左

　 ハ　賞与引当金

　従業員への賞与支給に充てるた

め、支給見込額基準方式により計

上しております。

 

ハ　賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

　 ニ　退職給付引当金

　従業員への退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務および年金資産の見込額に

基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費用処

理しておりますが、過去勤務債務

は、発生時に一括処理をしており

ます。

　また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により、それぞれ発生の

翌期から費用処理しております。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「退職給付に係

る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号　平成20年７

月31日）を適用しております。

　なお、これによる営業損失、経常利

益および税引前当期純利益への影響

はありません。

（追加情報）

平成22年６月１日に退職給付制度

の一部について確定拠出年金制度へ

移行するため、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）および「退

職給付制度間の移行等の会計処理に

関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第２号）を適用し、当事業年度

において、退職給付制度改定損733百

万円を特別損失に計上しておりま

す。
 

ニ　退職給付引当金

　　　従業員への退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

　なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費用処

理しておりますが、過去勤務債務

は、発生時に一括処理をしており

ます。

　また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（８年）によ

る定額法により、それぞれ発生の

翌期から費用処理しております。

　 ホ　役員退職慰労引当金

　役員および業務執行役員への退

職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく事業年度末要支給額を

計上しております。

 

ホ　役員退職慰労引当金

　    役員への退職慰労金の支給に備

えるため、内規に基づく事業年度

末要支給額を計上しております。

（追加情報）

業務執行役員等に対する役員退職

慰労金制度を、平成23年３月31日を

もって廃止いたしました。これに伴

い、退職時の支給予定額43百万円に

ついて、固定負債の「その他」に含

めて計上しております。
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
  至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

イ　消費税等の会計処理方法

　　　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。なお、控除対象外

消費税等のうち、固定資産に係る

ものは投資その他の資産「その

他」に計上し（５年均等償却）、

その他は当事業年度の期間費用と

して処理しております。

 

イ　消費税等の会計処理方法

同左

　 ロ　連結納税制度の適用

　　　連結納税制度を適用しております。

 

ロ　連結納税制度の適用

同左

　 ハ　のれん及び負ののれんの償却に関

する事項

　　　のれん及び負ののれんは、20年間で

均等償却しております。

 

ハ　のれんの償却方法及び償却期間

　　　のれんは、20年間で均等償却してお

ります。

　　　なお、平成22年４月１日前に行われ

た企業結合等により発生した負の

のれんは、20年間で均等償却して

おります。
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【会計方針の変更】

　

前事業年度
（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

─────

 

 

 

 

 

─────

 

 

 

 

─────

（資産除去債務に関する会計基準等）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しており

ます。

　これにより、当事業年度の営業利益は17百万円減少、経

常利益は5百万円増加、税引前当期純利益は27百万円減少

しております。

 
（企業結合に関する会計基準等）

　当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業

会計基準第21号　平成20年12月26日）、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準第７号　平成20年12月26

日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平

成20年12月26日）を適用しております。

 
（業務受託料の会計処理の変更）

従来、子会社から収受する業務受託料は、営業外収益に

計上しておりましたが、当事業年度より販売費及び一般

管理費から控除する方法に変更いたしました。この変更

は、対象子会社の増加および受託業務範囲の拡大に伴い

当該受託料の見直しを行った結果、金額的重要性が高

まったことから、これを販売費及び一般管理費から控除

することにより、当社の負担する費用を明確にし営業損

益をより適正に表示するために行ったものであります。

　この変更により、営業利益は2,364百万円増加しており

ますが、経常利益および税引前当期純利益に与える影響

はありません。
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【表示方法の変更】

　

前事業年度
（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

───── （貸借対照表）

前事業年度において区分掲記しておりました流動資産

の「短期貸付金」については、当事業年度において重要

性がなくなったため、流動資産の「その他」に含めて表

示しております。

　なお、当事業年度の流動資産の「その他」に含まれる

「短期貸付金」は1,840百万円であります。

 

（損益計算書）

前事業年度において費目別に区分掲記しておりました

「販売費及び一般管理費」については、損益計算書の一

覧性および明瞭性を高めるため、当事業年度より「販売

費及び一般管理費」として一括掲記し、その主要な費目

及び金額を注記する方法に変更しております。

なお、当事業年度において、販売費及び一般管理費を従

来の方法により区分掲記した場合の費目別の金額は次の

とおりであります。

　 百万円

広告宣伝費 7,222

支払手数料 1,833

役員報酬 251

給料手当及び賞与 7,401

賞与引当金繰入額 308

退職給付費用 398

役員退職慰労引当金繰入額 37

法定福利及び厚生費 1,137

通信費 367

租税公課 633

賃借料 1,048

維持管理費 524

減価償却費 196

その他 1,247

販売費及び一般管理費合計 22,608

　 　

また、前事業年度において区分掲記しておりました営

業外費用の「違約金損失」については、当事業年度にお

いて重要性がなくなったため、営業外費用の「その他」

に含めて表示しております。

なお、当事業年度の営業外費用の「その他」に含まれ

る「違約金損失」は131百万円であります。

 

（損益計算書）

前事業年度において特別利益の「その他」に含めて表

示しておりました「投資有価証券売却益」については、

当事業年度において重要性が増したため区分掲記してお

ります。

　なお、前事業年度の特別利益の「その他」に含まれる

「投資有価証券売却益」は19百万円であります。

 
 

　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

125/148



　

【注記事項】

（貸借対照表関係）

　
前事業年度

（平成22年３月31日）
当事業年度

（平成23年３月31日）

※１　これらの資産のうち担保に供している資産と担保

付債務は次のとおりであります。

　イ　担保に供している資産

　 百万円

販売用不動産 4,301

仕掛販売用不動産 74,332

開発用不動産 43,371

その他（投資その他の資産） 1,379

計 123,385

上記以外に「投資有価証券」61百万円および投

資その他の資産「その他」237百万円を営業保証

供託金等として差し入れております。

 

※１　これらの資産のうち担保に供している資産と担保

付債務は次のとおりであります。

　イ　担保に供している資産

　 百万円

販売用不動産 3,676

仕掛販売用不動産 86,883

開発用不動産 22,226

その他（投資その他の資産） 1,349

計 114,136

上記以外に「投資有価証券」62百万円、投資そ

の他の資産「その他」379百万円を住宅瑕疵担保

履行法に基づく保証供託金および営業保証供託金

として差し入れております。

 
　ロ　上記に対する担保付債務

　 百万円

短期借入金 4,401

１年内返済予定の長期借入金 11,857

長期借入金 77,059

計 93,317

　　　なお、仕掛販売用不動産5,604百万円および開発用不

動産6,304百万円については、担保提供および資産譲

渡等に一定の制限条項が設定されており、当該資産

に対する債務は9,679百万円であります。

 

　ロ　上記に対する担保付債務

　 百万円

短期借入金 1,643

１年内返済予定の長期借入金 25,981

長期借入金 62,944

計 90,568

　　　なお、仕掛販売用不動産2,594百万円については、担保

提供および資産譲渡等に一定の制限条項が設定され

ており、当該資産に対する債務は1,040百万円であり

ます。

２　保証債務

　 百万円
顧客住宅ローンに関する抵当
権設定登記完了までの金融機
関および住宅金融専門会社等
に対する連帯保証債務

37,310

 

２　保証債務

　 百万円
顧客住宅ローンに関する抵当
権設定登記完了までの金融機
関および住宅金融専門会社等
に対する連帯保証債務

42,854

※３　販売用不動産等の内訳
 

勘定科目(百万円) 内訳(百万円)

販売用不動産 29,863マンション完成商品 24,944

　 　 その他販売用不動産 4,918

仕掛販売用
不動産

107,419仕掛販売用不動産 107,419

開発用不動産 63,282
マンション素材土地
勘定

58,903

　 　 その他開発用不動産 4,379

 

※３　販売用不動産等の内訳
 

勘定科目(百万円) 内訳(百万円)

販売用不動産 21,682マンション完成商品 18,006

　 　 その他販売用不動産 3,676

仕掛販売用
不動産

108,700仕掛販売用不動産 108,700

開発用不動産 32,161
マンション素材土地
勘定

32,159

　 　 その他開発用不動産 1

※４　関係会社に対する資産及び負債

　　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

　 百万円

短期貸付金 6,368

未収入金 3,151

短期借入金 8,200

 

※４　関係会社に対する資産及び負債

　　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

　 百万円

短期借入金 11,960

　　　なお、上記以外に関係会社に対する資産の合計額が、

資産の総額の100分の１を超えており、その金額は

4,690百万円であります。
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（損益計算書関係）

　

前事業年度
（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

　 百万円

不動産売上原価 5,890

 

※１　通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

　 百万円

不動産売上原価 7,198

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は78％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は22％であり

ます。

主要な費目は次のとおりであります。

　 百万円

広告宣伝費 7,222

支払手数料 1,833

給料手当及び賞与 7,401

賞与引当金繰入額 308

退職給付費用 398

役員退職慰労引当金繰入額 37

法定福利及び厚生費 1,137

賃借料 1,048

減価償却費 196

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は81％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は19％であり

ます。

主要な費目は次のとおりであります。

　 百万円

広告宣伝費 5,522

支払手数料 1,610

給料手当及び賞与 6,893

賞与引当金繰入額 364

退職給付費用 753

役員退職慰労引当金繰入額 25

法定福利及び厚生費 1,317

賃借料 848

減価償却費 182

業務受託料 △2,364

※３　関係会社との取引

関係会社との取引によるものは次のとおりであ

ります。

　 百万円

受取配当金 5,856

その他（営業外収益） 935

 

※３　関係会社との取引

関係会社との取引によるものは次のとおりであ

ります。

　 百万円

受取配当金 5,200

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物 51

その他 10

　　計 61

 

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

　 百万円

建物 32

その他 9

　　計 41
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（株主資本等変動計算書関係)

　

前事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）
　

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

　普通株式 3,336,130 28,342 1,243 3,363,229
　

（注）１　普通株式の株式数の増加28,342株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２　普通株式の株式数の減少1,243株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。

　

当事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）
　

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
前事業年度末
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

　普通株式 3,363,229 27,394 2,105 3,388,518
　

（注）１　普通株式の株式数の増加27,394株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２　普通株式の株式数の減少2,105株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。
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（リース取引関係）

　

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　ファイナンス・リース取引

    所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　（借主）

　(1)　リース資産の内容

　・有形固定資産

主として、事務用機器（工具、器具及び備品）で

あります。

１　ファイナンス・リース取引

    所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　（借主）

　(1)　リース資産の内容

　・有形固定資産

同左

　・無形固定資産

ソフトウエアであります。

 

　・無形固定資産

同左

　(2)　リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 

　(2)　リース資産の減価償却の方法

同左

　　なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりで

あります。

 

　　なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりで

あります。

　　（借主）

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

工具、器具
及び備品

400 292 107

無形固定資産
その他

48 40 7

合計 448 333 114

 

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

　　（借主）

　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　
取得価額
相当額
(百万円)

減価償却累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

工具、器具
及び備品

250 213 37

無形固定資産
その他

10 6 3

合計 260 219 41

 

同左

②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年以内 76

１年超 38

合計 114

②　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年以内 32

１年超 8

合計 41

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固

定資産の期末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額

百万円

支払リース料 158

減価償却費相当額 158

③　支払リース料及び減価償却費相当額

百万円

支払リース料 82

減価償却費相当額 82

　④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

 

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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　 前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（借主）

　百万円

１年以内 229

１年超 210

合計 439

 

２　オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（借主）

　百万円

１年以内 210

１年超 2

合計 212

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（貸主）

　百万円

１年以内 114

１年超 105

合計 220

 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料（貸主）

　百万円

１年以内 106

１年超 ―

合計 106

　

（有価証券関係）

　

前事業年度（平成22年３月31日）

（追加情報）

当事業年度より「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を

適用しております。

　

子会社株式および関連会社株式

　

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 25,389百万円

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

　

当事業年度（平成23年３月31日）

　
子会社株式および関連会社株式

　

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 25,389百万円

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
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（税効果会計関係）

　
前事業年度

（平成22年３月31日）
当事業年度

（平成23年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　百万円

　　減損損失 3,674

　　販売用不動産評価損 1,905

　　開発用不動産評価損 28

　　貸倒引当金 150

　　投資損失引当金 1,457

　　退職給付引当金 559

　　繰越欠損金 59,624

　　その他 817

　繰延税金資産小計 68,217

　評価性引当額 △65,313

　繰延税金資産合計 2,903

　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 99

　　その他　 2

　繰延税金負債合計 101

　繰延税金資産の純額 2,802
 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　　繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　百万円

　　減損損失 3,603

　　投資損失引当金 1,539

　　退職給付引当金 764

　　繰越欠損金 58,269

　　その他 898

　繰延税金資産小計 65,075

　評価性引当額 △61,105

　繰延税金資産合計 3,969

　繰延税金負債 　
　　その他有価証券評価差額金 91

　　その他　 57

　繰延税金負債合計 148

　繰延税金資産の純額 3,821

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

法定実効税率 40.7

（調整） 　

　交際費等永久に損金に算入され
　ない項目

5.0

　受取配当金等永久に益金に算入
　されない項目

△155.8

 住民税均等割 1.4

 のれん償却額 1.2

　連結納税による影響額 △13.7

　評価性引当額 △194.2

　その他 △1.0

　税効果会計適用後の法人税等の
　負担率

△316.4

 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

法定実効税率 40.7

（調整） 　

　交際費等永久に損金に算入され
　ない項目

0.4

　受取配当金等永久に益金に算入
　されない項目

△28.8

 住民税均等割 0.3

 のれん償却額 0.3

　連結納税による影響額 △2.4

　評価性引当額 △57.4

　その他 △0.1

　税効果会計適用後の法人税等の
　負担率

△47.0
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（企業結合等関係）

　

前事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。

　

　当事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

　該当事項はありません。

　

　
（資産除去債務関係）

　

　当事業年度末（平成23年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

次へ
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（１株当たり情報）
　

前事業年度
（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

　 　

１株当たり純資産額　　　　　 　　　 　　 99円11銭 １株当たり純資産額　　　　　 　　　 　　121円57銭
　 　

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　 16円96銭 １株当たり当期純利益金額　　　　　　　　 22円50銭
　 　

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　8円42銭

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　 12円66銭
　 　

　

（注）　１株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

　
前事業年度

（自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益　　　　　　　　　　　 （百万円） 6,466 10,778

普通株主に帰属しない金額　　　　 （百万円） 364 834

（うち優先配当額） (364) (834)

普通株式に係る当期純利益　　　　 （百万円） 6,102 9,944

普通株式の期中平均株式数　　　　　　 （株） 359,820,990 441,962,796

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益調整額　　　　　　　　 （百万円） 364 834

（うち優先配当額） (364) (834)

普通株式増加数　　　　　　　　　　　 （株） 408,495,575 409,581,563

（うち優先株式） (408,495,575) (409,581,563)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式の概要

　　 新株予約権（注）１
4,201個

　（普通株式 4,201千株）

　  新株予約権（注）２
3,992個

　（普通株式 3,992千株）

（注）１  平成17年６月28日付株主総会の特別決議に基づく新株予約権4,201個（普通株式4,201千株）であります。

２  平成17年６月28日付株主総会の特別決議に基づく新株予約権3,992個（普通株式3,992千株）であります。

　

　

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）および当事業年度（自平成22年４月１日　至平

成23年３月31日）

　該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を

省略しております。
　

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高

（百万円）

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 ― ― ― 4,204 2,537 70 1,666

　構築物 ― ― ― 42 29 0 12

　機械及び装置 ― ― ― 35 33 0 1

　工具、器具及び備品 ― ― ― 499 319 29 179

　土地 ― ― ― 9,204 ― ― 9,204

　リース資産 ― ― ― 43 15 6 27

有形固定資産計 ― ― ― 14,029 2,936 109 11,093

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　のれん ― ― ― 656 95 45 560

　ソフトウエア ― ― ― 559 206 96 352

　その他 ― ― ― 108 0 0 107

無形固定資産計 ― ― ― 1,323 303 142 1,019

長期前払費用 880 210 89 1,001 510 311 490

（注）１　有形固定資産の当該事業年度における増加額および減少額がいずれも当該事業年度末における有形固定資産

の総額の５％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」および「当期減少額」の記載を省略しており

ます。

２　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」および「当期減少額」

の記載を省略しております。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 591 44 11 304 320

投資損失引当金 3,582 201 ― ― 3,783

賞与引当金 391 461 391 ― 461

役員退職慰労引当金 182 25 45 43 118

（注）１　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、債権売却による取崩額172百万円、一般債権の貸倒実績率による洗替

額118百万円および個別引当債権の回収による取崩額13百万円であります。

２　役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」は、業務執行役員等の役員退職慰労金制度廃止に伴う固定負債

「その他」への振替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 11

預金の種類 　

当座預金 69,528

普通預金 10,825

別段預金 54

小計 80,408

合計 80,420

　

②　売掛金

（相手先別内訳）

相手先 金額（百万円）

㈱大京リアルド 7

オリックス不動産㈱ 7

㈱ファミリーネットジャパン 6

その他 17

計 39

　

（売掛金の滞留状況）

内訳 金額（百万円）

平成22年10月　以前発生 6

平成22年11月　発生 1

平成22年12月　〃 1

平成23年１月　〃 0

平成23年２月　〃 1

平成23年３月　〃 28

計 39
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③　販売用不動産

内訳 金額（百万円）

マンション完成商品 18,006

その他販売用不動産 3,676

計 21,682

　

（マンション完成商品）

内訳 戸数（戸） 金額（百万円）

東北地区 43 1,065

関東地区 179 5,298

東海地区 8 418

近畿地区 296 8,562

沖縄地区 96 2,660

計 622 18,006

　

（その他販売用不動産）

内訳 面積（千㎡） 金額（百万円）

関東地区 7 778

沖縄地区 9 2,898

計 16 3,676

　

④　仕掛販売用不動産

内訳 金額（百万円）

マンション 108,700

計 108,700

　

（マンション）

内訳 面積（千㎡） 金額（百万円）

北海道地区 1 1,684

東北地区 2 2,594

関東地区 139 80,588

東海地区 42 8,925

近畿地区 29 12,796

中国地区 3 747

九州地区 ― 376

沖縄地区 5 987

計 224 108,700
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⑤　開発用不動産

内訳 金額（百万円）

マンション素材土地勘定 32,159

その他開発用不動産 1

計 32,161

　

（マンション素材土地勘定）

内訳 面積（千㎡） 金額（百万円）

関東地区 21 15,552

東海地区 9 3,194

近畿地区 58 12,949

中国地区 0 463

計 89 32,159

　

⑥　関係会社株式

内訳 金額（百万円）

オリックス・ファシリティーズ㈱ 9,468

㈱大京アステージ 7,520

㈱大京リアルド 4,126

㈱ジャパン・リビング・コミュニティ 2,351

㈱アセットウェーブ 1,491

㈱大京エル・デザイン 200

㈱扶桑エンジニアリング 160

その他 71

計 25,389

　

⑦　支払手形

（相手先別内訳）

相手先 金額（百万円）

㈱長谷工コーポレーション 5,320

大末建設㈱ 2,985

㈱ノバック 2,433

東海興業㈱ 2,209

ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱ 1,676

その他 11,308

計 25,934
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（期日別内訳）

決済期日 金額（百万円）

平成23年４月 4,985

平成23年５月 3,693

平成23年６月 3,492

平成23年７月 3,803

平成23年８月以降 9,960

計 25,934

　

⑧　買掛金

相手先 金額（百万円）

㈱一条工務店 108

その他 217

計 325

　

⑨　工事未払金

相手先 金額（百万円）

㈱錢高組 975

清水建設㈱ 788

㈱扶桑エンジニアリング 257

野原産業㈱ 185

大阪ガス㈱ 146

東邦瓦斯㈱ 120

㈱ファミリーネットジャパン 100

その他 1,479

計 4,053

　

⑩　短期借入金

相手先 金額（百万円）

オリックス・ファシリティーズ㈱ 5,660

㈱大京アステージ 4,700

㈱ジャパン・リビング・コミュニティ 1,200

㈱八千代銀行 1,042

㈱新生銀行 1,000

その他 1,301

計 14,903
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⑪　１年内返済予定の長期借入金

「⑭　長期借入金」に記載しております。

　

⑫　１年内償還予定の社債

「⑬　社債」に記載しております。

　

⑬　社債

区分 金額（百万円）

第２回無担保普通社債
13,000
(13,000)

第４回無担保普通社債
5,000
(―)

第５回無担保普通社債
5,000
(―)

計
23,000
(13,000)

（注）１　発行年月、利率等については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(1)　連結財務諸表　⑤　連

結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

２　(　)内は内書きであり、一年以内に償還予定のもので、貸借対照表では流動負債の部に計上しております。

　

　

⑭　長期借入金

相手先 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
22,511
(1,612)

住友信託銀行㈱
20,974
(13,516)

㈱みずほコーポレート銀行
14,249
(197)

㈱静岡中央銀行
4,794
(2,777)

あいおいニッセイ同和損害保険㈱
3,527
(495)

その他
42,864
(18,329)

計
108,924
(36,928)

（注）　(　)内は内書きであり、一年以内に返済予定のもので、貸借対照表では流動負債の部に計上しております。

　

(3) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え (注)１

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部　

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新株交付手数料 無料

単元未満株式の買取り・
売渡し

(注)２、３

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所　　(注)１ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　　買取・売渡手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める額

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで
す。
http://www.daikyo.co.jp/e-koukoku

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) １　「株式の名義書換え」欄、および「単元未満株式の買取り・売渡し」欄の「取次所」は、株式等振替制度の対

象とならない各優先株式のみに係る記載であります。

２　当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができないもの

としております。

　　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当てまたは募集新株予約権の割当てを受ける権利

　　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

３　「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成

16年法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・売渡しを含む株式の取扱いは、原則として証券会社

等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、優先株式ならびに特別口座に記録されてい

る普通株式については、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社が取り扱います。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

 (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第86期（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）平成22年６月23日関東財務局長に提

出。

　

 (2) 内部統制報告書

事業年度　第86期（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）平成22年６月23日関東財務局長に提

出。

　

 (3) 四半期報告書及び確認書

第87期第１四半期（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）平成22年８月12日関東財務局長に提

出。

第87期第２四半期（自平成22年７月１日　至平成22年９月30日）平成22年11月12日関東財務局長に提

出。

第87期第３四半期（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）平成23年２月10日関東財務局長に提

出。

　

 (4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）

の規定に基づく臨時報告書

平成22年６月30日関東財務局長に提出。

　

 (5) 発行登録追補書類（社債）及びその添付書類

平成22年９月15日関東財務局長に提出。

平成23年１月28日関東財務局長に提出。

　

 (6) 訂正発行登録書（社債）

平成22年６月23日関東財務局長に提出。

平成22年６月30日関東財務局長に提出。

平成22年８月12日関東財務局長に提出。

平成22年11月12日関東財務局長に提出。

平成23年２月10日関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年６月23日

株式会社大京

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　　　　　　　裕　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　貞　　廣　　篤　　典　　㊞

　

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社大京の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社大京及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

　
＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社大京の平

成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並び

に内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に

対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防

止又は発見することができない可能性がある。
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当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社大京が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した

上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基

準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成23年６月23日

株式会社大京

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　　　　　　　裕　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　貞　　廣　　篤　　典　　㊞

　

　
＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社大京の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社大京及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

　
＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社大京の平

成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並び

に内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に

対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防

止又は発見することができない可能性がある。
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当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社大京が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した

上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基

準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年６月23日

株式会社大京

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　　　　　　　裕　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　貞　　廣　　篤　　典　　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社大京の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第86期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社大京の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年６月23日

株式会社大京

取締役会　御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　　　　　　　裕　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　貞　　廣　　篤　　典　　㊞

　

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社大京の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第87期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社大京の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　
追記情報

会計方針の変更に記載されている通り、会社は従来、子会社から収受する業務受託料を営業外収益に計上し

ていたが、当事業年度より販売費及び一般管理費から控除する方法に変更している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

　２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
　

EDINET提出書類

株式会社大京(E03929)

有価証券報告書

148/148


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)所有者別状況
	(7)大株主の状況
	(8)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(9)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	①最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	②最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況等
	(1)コーポレート・ガバナンスの状況
	(2)監査報酬の内容等
	①監査公認会計士等に対する報酬の内容
	②その他重要な報酬の内容
	③監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
	④監査報酬の決定方針



	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書及び連結包括利益計算書
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書

	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
	表示方法の変更
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	資産除去債務明細表


	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	営業原価明細書

	③株主資本等変動計算書
	重要な会計方針
	会計方針の変更
	表示方法の変更
	注記事項

	④附属明細表
	有価証券明細表
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

